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１． 調査目的 
平成１１年に制定された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律（化管法）」は、特定の化学物質の環境への排出量等の把握・届出に関する措

置（PRTR 制度）や、その性状や取扱いに関する情報の提供に関する措置（MSDS 制度）
を講じることにより、事業者による化学物質の自主的な改善を促進し、環境の保全上の支障

を未然に防止することを目的としている。 
PRTR 制度に基づく化学物質の排出量・移動量の集計結果の公表は、これまでに 7 回行
われているが、PRTR 届出排出量は年々減少傾向にあり、化管法の制定により化学物質の
自主管理に一定の成果が見られているところである。 
ところで、事業者による化学物質の自主管理には様々な方法があるが、平成 19年 2月か
ら 8 月に開催された化管法見直しに関する産業構造審議会及び中央環境審議会の合同会合
の報告（中間とりまとめ）においては、「国においては、前向きな取組を行っている事業者

の事例を積極的に紹介することにより、他の事業者における化学物質の自主的な管理の改善

への取組をより一層促すことも検討すべきである。」とされている。 
このため、自主管理を実施する事業者の参考となるよう、費用対効果を含め、効率的な取

組を行っている事業者の先進的な取組事例を調査するとともに、事業者による先進的な取組

事例集を作成するものとする。 
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２． 調査項目 
１．の目的を満たすため、表 ２.１の調査項目を設定した。これら項目間の関係（調査の
全体像）は、図 ２.１のとおりである。 
 

表 ２.１ 調査項目とその内容 

調査項目 内容 報告書中の 
記載箇所 

   第 3章 
   3.1節 
① 公開情報及び文献 化学物質の自主管理に関する企業の公開

情報及び文献等の情報の収集・整理等を行

う。 

  3.1.1節 

② 業界団体及び学識経

験者等へのヒアリング 

業界団体及び学識経験者等へのヒアリン

グ（10回程度）を実施し、先進的な化学物
質の自主管理の取組事例に関する情報の

収集・整理等を行う。 

  3.1.2節 

③ 電話によるヒアリン

グ 

（PRTR 届出排出量が減

少傾向の場合） 

PRTR 届出排出量が減少傾向である事業
所や①及び②で得られた情報等を基に約

200事業所程度を抽出し、電話によるヒア
リング調査を行い、先進的な化学物質の自

主管理の取組事例及び成功要因等に関す

る情報の収集・整理等を行う。 

  3.1.3節 

④ 電話によるヒアリン

グ 

（PRTR 届出排出量が増

加又は横ばい傾向の場

合） 

PRTR 届出排出量が増加又は横ばい傾向
である事業所のうち排出量の多い事業所

約 20 事業所程度を抽出し、電話によるヒ
アリング調査を行い、事業者による化学物

質の自主管理が改善しにくい要因に関す

る情報の収集・整理等を行う。また併せて、

上記要因に関して、先進的な化学物質の自

主管理の取組事例の検討も行う。 

  3.1.4節 

事例 

収集 

⑤ 現地調査 ①～④について、必要に応じて現地調査

（約 20 社程度）を実施し、取組事例に関
する詳細な情報収集を行う。 

  3.1.5節 

   3.2節 
⑥ 自主管理の全体的な

傾向 

③で得られた情報から、自主管理の全体的

な傾向を整理する。 
  3.2.1節 

⑦ 合理的な自主管理に

ついての検討 

事業者が化学物質の自主管理を進める上

で、取り扱っている全ての化学物質につい

て排出抑制の取組を一律に進めるのでは

なく、より多くの事業者が事業所周辺の環

境リスク評価を行い、環境リスクの懸念が

大きい物質から優先的に管理を強化する

など、合理的な化学物質の自主管理につい

ても検討を行う。 

  3.2.2節 

⑧ 効果的な自主管理に

ついての検討 

③～⑤で得られた情報を分析することに

より、自主管理の傾向や特性を明らかに

し、効果的な自主管理の手法等について検

討を行う。 

  3.2.3節 

（１）事業者

による化学

物質の自主

管理の先進

的な取組事

例の調査 

分析 

⑨ 化学物質管理が改善

しにくい要因について

の検討 

④で得られた情報を分析することにより、

化学物質管理が改善しにくい要因を整理

する。併せて、その解決策となりうるよう

な自主管理の取組事例について検討を行

う。 
 
 

  3.2.4節 
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調査項目 内容 報告書中の 
記載箇所 

   第 4章 
   4.1節 
事例抽出 ①～⑨で得られた結果を基に、事業者によ

る化学物質の自主管理の先進的な取組事

例集（案）を作成する。その際、改善しに

くい要因の解決策となる取組事例（⑧）を

優先的に取り上げることとする。 

  4.1.1節 

構成 全体の章立て、事例の配列、各事例内の見

出しについて検討する。 
  4.1.2節 

方針 

使いやすさの工夫 必要な事例を探しやすいよう、事例に付け

るキーワード等について検討する。 
  4.1.3節 

（２）事業者

による化学

物質の自主

管理の先進

的な取組事

例集の作成 

結果 上記の検討結果を反映して、事例集として

まとめる。 

 4.2節 

  第 5章 
方針 団体抽出、記載情報、情報源等について検

討する。 

 5.1節 
（３）事業者

による化学

物質の自主

管理の先進

的な取組事

例集を紹介

すべき業界

団体リスト

の作成 

結果 作成したリストの概要について述べる（リ

ストは付属資料 Fとして掲載）。 
 5.2節 

（４）まとめ 調査結果のまとめ 第 6章 
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図 ２.１ 調査の全体像 

調査項目（１）
事業者による化学物質の自主管理の先進的な取組事例の調査

事例収集

①公開情報
および文献

③電話によるヒアリング
（PRTR届出排出量が減少傾向の場合）

④電話によるヒアリング
（PRTR届出排出量が増加または横ばい傾向の場合）

分析

⑤現地調査

PRTR届出
情報の
解析

調査項目（２）
事業者による化学物質の自主管理の先進的な取組事例集の作成

調査項目（３）
事業者による化学物質の自主管理の先進的な取組事例集を

紹介すべき業界団体リストの作成

◆事業者における自主管理改善の一層の促進
◆短期的かつ中長期的なPRTR届出排出量の減少による
　環境保全上の支障のより確実な防止

②業界団体および
学識経験者等への
ヒアリング

⑥自主管理の全体的な傾向
⑦合理的な自主管理についての検討
⑧効果的な自主管理についての検討

⑨化学物質管理が改善しにくい要因についての検討
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３． 事業者による化学物質の自主管理の先進的な取組事例の調査 
取組事例集を作成する基礎的な資料として、事業者において、費用対効果の考慮を含め効

果的、効率的な取組を行っている先進的な取組事例を調査した。 
事例の収集とその分析について、以下に記す。 

 
３.１ 事例収集 

事例収集は、次の手段によって行った。 
 
・ 公開情報及び文献 
・ 業界団体及び学識経験者等へのヒアリング 
・ 電話によるヒアリング（PRTR届出排出量が減少傾向の場合、PRTR届出排出量が増
加又は横ばい傾向の場合） 

・ 現地調査 
 
これらの手段ごとに、調査の方法と結果について以下に記す。 

 
３.１.１ 公開情報及び文献 

（１）調査方法 
PRTR キャラバン1で紹介された事例を中心として、事業者及び自治体での取組を収集し

た。 
 

（２）調査結果 

収集事例のうち、代表的なものを表 ３.１に示す（詳細は付属資料Ａ参照）。 
 

表 ３.１ 化学物質管理の事例（公開情報及び文献より） 
企業、自治体等 内容 タイトル 

事業者 株式会社村田製作

所 

管理の体系化 川中企業の化学物質管理 

事業者 富士フィルム株式

会社 

管理の体系化 富士フイルムのREACH規則への対応 

事業者 ライオン株式会社 情報の収集・活用 ライオン株式会社における化学物質管理の一例 

業界 

団体 

社団法人日本化学

工業協会 

使用量・排出量の適正化 PRTR データの活用とその活用方法 ～化学業界

における排出量削減事例について 

自治体 東京都 情報の収集・活用 東京都における化学物質のリスクコミュニケーショ

ンの取組について ～地域性を考慮した化学物質

対策の取組 

自治体 千葉県 情報の収集・活用 千葉県における「事業者のための有害大気汚染

物質環境リスク評価方法」の提供について 

自治体 千葉県 情報の収集・活用 事業者のための有害大気汚染物質環境リスク評

価方法ガイドブック（千葉県版）について 

 

                                                   
1「PRTRキャラバン」とは、経済産業省が化管法・化審法の改正ポイントを含めた制度面の紹介と併せ、リスク評価
手法の解説など化学物質の総合管理に向けた実践面で役立つ事例等の紹介などを行ったセミナーである。 
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３.１.２ 業界団体及び学識経験者等へのヒアリング 

事業者の先進的な取組事例について情報を収集するため、業界団体及び学識経験者等にヒ

アリングを行った。 
 
（１）調査方法 
（A）ヒアリング対象者 
ヒアリング対象者は、PRTR の届出業種に該当する業界団体、化学物質管理において先
進的な取組を行っている自治体及び化学物質管理を研究テーマとしている学識経験者等と

した。 
ヒアリング対象者とその選定理由を表 ３.２に示す。ヒアリング件数は計 13 件である。 

 
表 ３.２ ヒアリング対象者と選定理由 

分野 ヒアリング対象者 選定理由 

社団法人日本化学工業協会 
日本レスポンシブル・ケア協議会 
社団法人日本自動車部品工業会 
社団法人日本鉄鋼連盟 
石油連盟 
全国鍍金工業組合連合会 
全国石油商業組合連合会 
日本製紙連合会 

・PRTR排出量上位物質に関連する業種の業界団体 
（当該業種における先進事例を抽出できれば、排出

量抑制につながりやすいと考えられる。） 
 
・有害大気汚染物質の第２期自主管理計画における

設備投資額上位の業界団体 
「(経済産業省委託)有害大気汚染物質に関する暴
露評価等調査報告書」（みずほ情報総研株式会

社、H17.3）p.17 
（設備投資額の高い業界団体ほど業界を挙げて

取組が進められた可能性が高く、各事業者の取

組事例に精通していると推測される。また、設

備投資額の多い業種ほど、これまでに相当の設

備投資を行ってきている可能性が高く、今後は

コストのかからない先進事例へのニーズが高

いと推測される。） 
日本塗装機械工業会 ・PRTR排出量上位物質に関連する業種の業界団体 

・中小企業を含め、塗装関係の化学物質管理の取組

事例に詳しい。 

業
界
団
体
等 

社団法人産業環境管理協会 ・中小企業を含め、産業界での化学物質管理の取組

動向、事例に詳しい。 
・社団法人日本産業機械工業会からの紹介あり。 

神奈川県環境農政部大気水質課 自
治
体 

埼玉県青空再生課 
・県内所在の事業所数が多い（特に中小企業）。 
・自治体独自の支援策を実施しており、事業者の取

組事例や課題に精通している可能性が高い。 

横浜国立大学大学院環境情報学府 
環境リスクマネジメント専攻 准教授 
亀屋 隆志 様 

・化管法に関する審議会等を多数経験しており、事

業者の事例にも精通している。 学
識
経
験
者 東京大学大学院工学系研究科 

化学システム工学専攻 教授 
平尾 雅彦 様 

・揮発性有機化合物（VOC）に関する事業者の取
組事例に精通している。中小企業の取組事例にも

詳しい。 
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（B）ヒアリング項目 
ヒアリング項目は、自主管理の先進的な取組事例、自主管理が改善しない要因等とした（表 
３.３参照）。 

 
表 ３.３ ヒアリング項目 

ヒアリング項目聞き取りの

有無 
（○：対象、－：対象外） ヒアリング項目 
業界 
団体 自治体 学識 

経験者 

①事業者の先進的な取組事例 
・ 自主管理の先進的な取組事例 

・ 各事例における特筆すべき事項等 
○ ○ ○ 

②事業者の自主管理が改善しない要因 
・ 自主管理が改善しにくい事例 
・ 自主管理が改善しない要因 

○ ○ ○ 

③その他 

・ 行政（国や自治体）のこれまでの取組（例：有害大気汚染物質

対策等）の結果として、事業者による化学物質の自主管理の改

善が促進したものとそうではないものがある場合、その改善が

進んだ要因または進まなかった要因 
・ ヒアリング先の団体における自主管理の改善/促進や普及啓発
のための取組内容と今後の計画 

○ ○ － 
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（２）調査結果 

調査結果の概要は、以下のとおりである。 
 
①自主管理の先進的な取組事例 
計 35件の紹介を受けた（表 ３.１４参照）。 

 
②自主管理が改善しない要因 
得られた意見を表 ３.４に示す。 
自主管理が改善しない要因としては、 
・ コスト過大 
・ 人材不足、知識不足 
・ 意識不足 
・ 品質・生産性重視、技術不十分 
などが挙げられた。 
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表 ３.４ 化学物質の自主管理が改善しない要因として得られた意見 

要因 具体的意見 
コスト過大 ・ 中小企業では、コストメリットが良くないと対策を実施するのは難しい。ま

た、目的や効果がはっきりしないとなかなか取り組めないと思われる。（社
団法人日本化学工業協会、日本レスポンシブル・ケア協議会） 

・ コストメリットの観点からすれば、いったんプロセスの外に出た物質を回
収・焼却してもメリットは出にくいため、製品開発の段階から取り組まない
といけない。濃度が高い状態で回収することが必要である、（社団法人日本
化学工業協会、日本レスポンシブル・ケア協議会） 

・ サービスステーション（SS）では、1ロットごとにベーパー回収装置を取り
付けると、SS あたり 1000 万円以上かかるため、非現実的である。エネル
ギー庁の補助金がないと費用対効果が相当悪い。（石油連盟） 

・ 大規模な設備投資は、現在のサービスステーションの経営状況ではとてもで
はないが不可能である。（全国石油商業組合連合会） 

・ 廃棄物に含まれる金属類については、ニッケルは指針値がある。水域に出る
分については、基準があり、監視している。団体では自主行動計画を策定し
ている。実際には、処理にコストがかかるので、大変である。（社団法人日
本鉄鋼連盟） 

人材不足、知
識不足 

・ 地域とのコミュニケーションに対する意識は高くても、１社ではその方法が
分からず、進みにくいようである。（埼玉県） 

・ 塗装分野で進みにくい主な理由としては、次の３点であろう。 
¾ 時間がない：手間を割いていられない、日々の作業で手一杯になって

いる、など。 
¾ 人がいない：専業で人を充てることができないため環境部署を設置で

きない、など。 
¾ 分からない：何を管理すれば、何を作れば、何を測れば良いのかがわ

からない、など。（産業環境管理協会） 
・ 中小企業では、化学物質の情報をなかなか読み切れない。PRTRの物質につ
いても、名称だけでは、原材料に含有しているかどうかが判断できない。（社
団法人日本自動車部品工業会） 

・ 取り扱っている化学物質については、MSDS での記載情報が基礎になる。
200～300 人の中小企業では機械系の技術者が主であり、化学の専門知識を
持った人材が少ない。（社団法人日本自動車部品工業会） 

・ 業界は中小・零細企業ばかりである。従業員が 14～15人程度の企業が多い。
（全国鍍金工業組合連合会） 

意識不足 ・ 規模の小さい企業（従業員数 30名以下程度）では、社長や専務が現場の実
務も担当しており、また、同業者との付き合いのあまりないところもあり、
化学物質管理に対する理念にまで思いを致す状況ではないであろう。（日本
塗装機械工業会） 

・ 鉄鋼業界は素材産業なので、化学物質という意識はあまりない。（社団法人
日本鉄鋼連盟） 

品質・生産性
重視、技術不
十分 

・ 水性塗料等への代替を進める場合、コスト面だけではなく、屋外用途では耐
久性が重視されるため品質面からも代替が進みにくいと考えられる。さら
に、代替を実施することで、それまでの熟練技術が無駄になってしまうため、
中小企業にとっては致命的である。一から訓練する余裕もないし、作業効率
も落ちることで納期に対応することもできなくなってしまう。（産業環境管
理協会） 

・ 対策を実施できない理由としては、品質、作業性を落とせないことが挙げら
れる。（全国鍍金工業組合連合会） 
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３.１.３ 電話によるヒアリング（PRTR届出排出量が減少傾向の場合） 

事業者の先進的な取組事例及び成功要因について情報を収集するため、PRTR 届出排出
量が減少傾向の事業者に電話ヒアリングを行った。 
 
（１）調査方法 

 
（A）ヒアリング対象の選定 
ヒアリング対象とする事業者の選定は、①PRTR 届出排出量の解析、②文献調査・ヒア
リングの 2通りの方法で行った。 
 
① PRTR届出排出量の解析による選定 

PRTR届出排出量の解析では、表 ３.５に記す 5通りの基準で事業者を選定した。選定
した事業者は 395件である。 

 
表 ３.５ PRTR届出排出量の解析による事業者の選定基準 
選定基準 備考 選定事業所数 

(a) 排出量が 4 年以上継続して減少
している事業所 

排出量が一定期間継続して減少

している場合、何らかの取組を

実施している可能性が高いと考

えられる。このため、選定事業

所数をもっとも多くしている。 

97 

(b) 排出量の削減量が大きい事業所 
（参考：解析したところ、削減

量が大きい事業所は、比較的大

企業が多かった） 
27 

(c) 排出量の削減率が大きい事業所 
（参考：解析したところ、削減

率が大きい事業所は、大企業だ

けでなく中小企業も多かった） 
27 

(d) 環境リスク指標の削減量が大き
い事業所 16 

(e) 環境リスク指標の削減率が大き
い事業所 

・環境リスク指標：各物質の「排

出量×ハザード点数」を計算

し、事業所ごとに合計したも

のとした。事業所間の比較を

行うための指標。 
・ハザード点数：NEDO報告書

(2006)に基づく。 
17 

合計 395 
※事業所を選定する際には、PRTR 届出排出総量の多い「化学物質」と「業種」の組み合わせの順に選
定した。 

※選定事業所数が端数になっている理由は、以下の微調整を行ったためである。 

・同一事業者から複数の事業所を選定している場合、重複を排除して１事業所とした。 
・事業者が国(自衛隊等)や地方公共団体の場合、選定対象から除外した。 

 
② 文献調査・ヒアリングによる選定 
文献調査、有識者・業界団体へのヒアリング等をもとに、事業者を選定した。選定した

事業者は 36件である（後で表 ３.１４に示す）。 
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（B）ヒアリング実施 
・ PRTR届出排出量の解析により選定した事業者については、表 ３.６の手順で調査を進
めた。 

・ ヒアリング項目は、事業者の基礎情報、化学物質管理に取り組んだきっかけ、化学物質

管理の内容、効果、成功要因・課題・今後の展望等である。 
・ ヒアリングを効率良く進め、また聞き漏れがないようにするために、ヒアリングシート

を作成し、使用した（ヒアリングシートは付属資料Ｂ参照）。 
・ 文献調査・ヒアリングにより選定した事業者のうち、現地調査（３.１.５節参照）の対
象事業所については、訪問前に電話で取組内容を聞き取った。 

 
表 ３.６ 電話ヒアリングの実施手順 

※ヒアリング対象は、①PRTR届出排出量の解析により選定した事業者 
手順 内容 

手順１ 「（A）ヒアリング対象の選定」の「①PRTR 届出排出量の解析」により選定した
事業者を対象として、調査協力の依頼状を郵送する（発送数は、表 ３.７の通り）。 

手順２ 手順１の依頼に対して、「協力する」という回答が得られた事業者に対して、電話

でヒアリングを行う。ヒアリングを効率良く進め、また聞き漏れがないようにす

るために、ヒアリングシートを作成し、事前に事業者に送付する。ヒアリングに

要した時間は、1件につき、おおよそ 30分から 1時間程度である。 
手順３ 手順１の依頼に対して、返答がなかった事業者に対しては、電話で再度依頼を行

い、「協力する」という回答が得られた事業者に対しては、手順２と同じ方法で電

話によるヒアリングを行う。 
手順４ 本ヒアリングは基本的に電話によるものであるが、手順２あるいは手順３の回答

で、「文書なら協力する」という事業者に対しては、メールでヒアリングシートを

送付し、それに記入する形で回答を得た。後日、電話で回答内容を確認した。 
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（C）ヒアリング結果のとりまとめ 
ヒアリングで収集した情報は、図 ３.１のシートの形にまとめた。1事業者につき、1枚
のシートとした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３.１ 事例のまとめ方（電話ヒアリングの結果） 

事例番号

１．基礎情報 ２．主な取扱物質のPRTR排出状況

業種 従業員数 政令番号 物質名

事業内容 認証取得 使用工程 用途

サプライチェーンで
の位置

周辺環境

３．化学物質管理に取り組んだきっかけ

４．化学物質管理の内容

４．１　管理の体系化

項目

方針・計画の策
定、目標の設定

社内の体制整備、
社外の連携

点検、見直しの実
施

教育、訓練の実施

４．２　使用量・排出量等の適正化

排出量の減少要因

項目

使用量の抑制

排出量の抑制

廃棄物の抑制、
回収・再利用

他物質への転換

４．３　情報の収集・活用

項目

情報の収集・整理

モニタリング

リスクアセスメント

情報公開

５．化学物質管理の効果

６．成功要因、課題、今後の展望等

自主管理の成功
要因

自主管理に関する
課題、問題点

今後の計画

内容 創意工夫等

化学物質管理の内容と効果

内容 創意工夫等

内容

内容 創意工夫等

方針•計
画策定
目標設
定 社内体

制整備
社外連
携

点検・
見直しの
実施

教育・
訓練の
実施

使用量
の抑制

排出量
の抑制

廃棄物の
抑制、回
収•再利用

他物質
への転
換

情報の
収集•整
理

モニタ
リング

リスク
アセス
メント

情報公
開

管理の
体系化

使用量•
排出量等の
適正化

情報の
収集･活用

社員
意識の
向上

環境リ
スクの
低減

コスト削
減,生産性
向上等

企業
イメージ
の向上

取組内容
の分類

取組効果の分類

使用量
の減少

排出量
の減少

移動量
の減少

理解の
増進

労働安
全衛生
の向上
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（２）調査結果 
ヒアリングの結果を以下に記す。 

 
（A）実施件数 
上述の「①PRTR 届出排出量の解析」により選定した事業者を対象として依頼状を発送
し、事業者が本調査への協力の可否を回答する形とした。 
調査開始時点では、発送数に対する回答率及び回答者の中の協力可否の割合が不明であっ

たので、依頼状の発送は 4 回に分けて行い、回答率・協力比率を確認しながら、発送数を
調整した。発送した依頼状は、計 395通である（表 ３.７）。 
発送先のうち、回答の得られなかった事業者については電話をし、担当者と連絡が取れた

事業者については、口頭で再度の依頼を行った。 
上記の結果、104件の事業者から事例を収集することができた（表 ３.８）。 
また、「文献調査・ヒアリング」により選定した事業者については、7 件の事業者から事
例を収集することができた。 
 

表 ３.７ 依頼状の発送数 
発送日 発送数(通) 
12/1 45  
12/7 135  
1/18 80  
1/20 135  
合計 395  
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表 ３.８ ヒアリングの実施結果 

実施状況 件数 

電話でヒアリング 78 注 1 

文書で回答 15  

現地調査の対象として業界団

体等から推薦を受けた事業者 11 注 2 

「PRTR 届出排出量が減少傾向の
事業者」に該当 

小計 104  

電話でヒアリング 11 注 3 

回 答 が

得られた

事業者 

「PRTR届出排出量が増加または横
ばい傾向の事業者」に該当（特に自

主管理の実施なしのため、課題を調

査） 小計 11  

辞退等 226  

先方の希望によりメールを送付

したが、回答得られず 40  

先方の希望により再度郵送した

が、回答得られず 26  

回答が得られなかった事業者 

小計 292  

合計 407 注 4 

注 1） 78 件のうちには、「PRTR 届出排出量が増加または横ばい傾向の場合」で選定したが、実際に電話して
みると、排出量の増加は生産量の増加に伴うものであり、積極的に自主管理をしていることが判明した事

業所 1件を含む。 
注 2) 業界団体等から推薦を受けた事業者には、依頼状は発送せずにヒアリングを行ったため、表 ３.７の 395

件には含まれていない。 
注 3) 排出量の減少理由が、自主管理によるものではなく、出荷量の減少によるものであり、自主管理も特に行

っていないとの回答が得られた事業者については、「PRTR届出排出量が増加または横ばい傾向の
事業者」として分類した。 

注 4) 407件が、表 ３.７の395件と一致しない理由は、395件とは別に、「PRTR届出排出量が増加または横
ばい傾向の場合」で選定した事業者1件、業界団体等から推薦を受けた事業者11件が含まれるためであ
る。 

 
（B）収集事例 
収集事例は、付属資料Ｃの通りである。 
また、電話ヒアリングの対象事業者の業種分布は、付属資料Ｄの通りである。 
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３.１.４ 電話によるヒアリング（PRTR届出排出量が増加又は横ばい傾向の場合） 

事業者の自主管理が改善しない原因について情報を収集するため、PRTR 届出排出量が
増加又は横ばい傾向の事業者に電話ヒアリングを行った。 
 
（１）調査方法 
 
（A）ヒアリング対象の選定 
ヒアリング対象とする事業者の選定は、PRTR届出排出量の解析により、表 ３.９の方法
で選定した。選定した事業者は 20件である。 
 

表 ３.９ PRTR届出排出量の解析による選定基準 
選定基準 備考 選定事業所数 

PRTR届出排出総量の上位20の化学物
質と業種の組み合わせに該当する事業

所 

・届出排出総量の大きい化学

物質と業種から選ぶこと

とする。 
20 

合計 20 
 

 
（B）ヒアリング実施 
ヒアリングの実施手順は、基本的に、前節の「PRTR届出排出量が減少傾向の場合」（表 
３.６）と同じである。ただし、ヒアリングシートは、PRTR 届出排出量が減少傾向の場合
とは別とし、「自主管理の実施内容」の聞き取りは最低限とし、「改善しない要因」に重点を

置いた（付属資料Ｂ）。 
 

 

（２）調査結果 
ヒアリングの結果を以下に記す。 

 
（A）実施件数 

PRTR 届出排出量の解析により選定した事業者について、20通の依頼状を発送した（表 
３.１０）、うち 2件（これとは別に、減少傾向の事業所としてヒアリングを実施した事業所
が 1件ある。表 ３.８の注 1参照。）についてヒアリングを実施することができた。 
また、前述の「PRTR 届出排出量が増加又は横ばい傾向の場合」についても、実際にヒ
アリングを行ってみて、排出量の減少は自主管理というより生産量の減少によると考えられ

た事業所（11件）については、自主取組における課題をヒアリングすることとした。 
結果として、13件の事例を収集することができた（表 ３.１１）。 

 
表 ３.１０ 依頼状の発送数 

発送日 発送数(通) 
12/1 20  
合計 20  
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表 ３.１１ ヒアリングの実施結果 

実施状況 件数 
「PRTR届出排出量が減少傾向の事業者」に該当 
（排出量の増加は生産量の増加に伴うものであり、

自主管理を積極的に実施している事業者） 

電話で 
ヒアリング 1  

回答が得ら

れた事業者 
「PRTR 届出排出量が増加または横ばい傾向の事
業者」に該当 

電話で 
ヒアリング 13 注 1 

回答が得られなかった事業者 辞退等 17  

合計 ３１ 注 2 
注 1） 13件のうちには、表 ３.１０で送付した事業所からの回答 2件に加え、「PRTR届出排出量が減少傾向

の場合」で選定したが、実際に電話してみると、排出量の減少は生産量の減少に伴うものであり、自主管

理をほとんど実施していないことが判明した事業所 11件を含む。 
注 2） 31件が、表 ３.１０の 20件と一致しない理由は、20件とは別に、「PRTR届出排出量が減少傾向の場

合」で選定した事業者 11件が含まれるためである。 
 

 
（B）収集事例 
収集事例は、第 3章で後述する。 
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３.１.５ 現地調査 

上記の３.１.１節～３.１.４節で収集した事例について詳細な情報を収集するため、独自
の工夫や特筆すべき取組を行っている事業者を訪問し、現地調査を行った。 
 
（１）調査方法 
 
（A）調査対象の選定 
調査対象とする事業者の選定は、表 ３.１２の方法で行った。 
 

表 ３.１２ 調査対象とるす事業者の選定方法 
選定方法 選定基準 記載箇所 

①電話ヒアリングの

結果からの選定 
化学物質管理を積極的に進めており、独自の工

夫等の取組を行っている事業者 
表 ３.１３ 

②業界団体・学識経

験者等からの紹介 
特筆すべき化学物質管理を行っていると紹介さ

れた事業者 
表 ３.１４ 

③公開情報及び文献

調査からの選定 
独自の工夫等の取組を行っている事業者 表 ３.１４ 

 
上記の選定候補から、次の方針に従い、最終的な調査対象を選定した。 
・業種、企業規模、取組内容にできるだけ偏りが生じないようにした。 
・上表の「②業界団体及び学識経験者等からの紹介」において、1業界団体から複数の
紹介を受けた場合は、基本的に、１業界団体からの紹介につき１事業者程度を選定す

ることとした。選定の優先順位は、業界団体等から聞いた各事業者の取組内容を参考

とした。 
 
（B）調査の実施 
基本的に、訪問前に電話で取組の概要を聞くなどして、予めポイントを絞った上で、ヒア

リングを実施した。 
 
（C）調査結果のとりまとめ 
事例としては、1つの事業者で複数種類の取組を実施している場合でも、個々の取組が有
機的に関連している場合が多いので、基本的に 1事業者につき、1事例にまとめた。ただし、
同一事業者の取組でも、それぞれ独立して実施されている場合は、別の事例として扱った。 
現地調査で収集した事例のまとめ方は、次章に記す。 
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（２）調査結果 

現地調査の結果を以下に記す。 
 
（A）実施件数 
実施件数は、20 事業者である。これら事業者の業種分布状況は、付属資料Ｄの通りであ
る。 
 
（B）収集事例 
収集事例の一覧を表 ３.１５に示す。 
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表 ３.１３ 電話ヒアリングの結果からの選定 

企業規模 特筆すべき取組 候補 業種 
大
企
業 

中
小
企
業 

管
理
の
体
系
化 

使
用
量
・
排
出
量
等

の
適
正
化 

情
報
の
収
集
・
活
用 

取組内容、選定理由等 現地調査 

実施対象 

事業者 1-A 化学工業 ●  ● ● ● ・ 製品開発の段階でチェックリストにより有害性の高い物質を排除する仕組み

を作っている。 
・ 環境、保安、安全の観点で遵守すべき法令をチェックリスト化し、営業担当

者が自己点検し、結果を監査で確認している。 

実施 

事業者 1-B 電気機械器具製造業 ●    ● ・ 取引先の中小企業が物質非含有の証明を省略できる材料データベースを構築

している。（中小企業が化学物質の非含有を証明する際、自社に分析機器があ

っても ISO/IEC17025 認定を受けていないと拒否されることが多く外部委託
が負担になっていたが、データベース掲載の材料であれば証明を省けるため、

中小企業の中には負担が改善したという企業もある。） 

実施 

事業者 1-C 電気機械器具製造業 ●   ●  ・ 設備投資だけでなく、装置等の変更を伴わない対策についても力を入れて実

施しているため、中小企業にも活用可能な事例が得られると考えられる。 
 

事業者 1-D 石油製品・石炭製品製

造業 
●  ● ●  ・ 岡山県倉敷市におけるベンゼン排出量削減のため、長期間にわたり継続的な

削減取組を実施している。 
・ ガソリンからベンゼンを抽出し、ベンゼンを販売することでコスト削減につ

なげている。また、タンク貯蔵時からタンクローリーのハッチ開放時の揮発

防止など、ガソリンの精製からガソリンスタンドへの搬入に至るまで総合的

な対策を推進。 

 

事業者 1-E 化学工業 ●     ・ 自主管理を積極的に進めてきた結果として、化学物質削減による CO2増加と

いったトレードオフの問題についてバランスを重視しながら対策を実施して

いる。こうしたトレードオフへの取組事例は先進企業の参考になりうる。 
・ 親会社である旭化成株式会社については、主要生産地区（宮崎県延岡市）に

おける多面的なコミュニケーションと地域貢献活動を長年にわたり継続的に

実施している。（日本化学工業協会・レスポンシブルケア工業会からも紹介を

受けた。） 
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企業規模 特筆すべき取組 候補 業種 
大
企
業 

中
小
企
業 

管
理
の
体
系
化 

使
用
量
・
排
出
量
等

の
適
正
化 

情
報
の
収
集
・
活
用 

取組内容、選定理由等 現地調査 

実施対象 

事業者 1-F 化学工業 ●   ● ● ・ 地域対話集会を本社の理解も得ながら積極的に推進しており、他社の参考に

なる可能性が高い。 
・ 製造部門が積極的に複数の改善策を立案しており、回収・再利用による維持

管理費のコスト削減にもつなげている。 
・ ベンゼン（排出口のクローズド化及び他溶媒への転換）やブタジエン（排ガ

ス燃焼設備装置による削減）の対策も積極的に進めている。 
（日本化学工業協会・レスポンシブルケア工業会からも紹介を受けた。） 

実施 

事業者 1-G 化学工業 ●  ● ● ● ・ 事業活動で取り扱う化学物質は、有害性、取扱状況を考慮し、「使用禁止」「使

用削減」「適正管理」の３レベルで管理。環境への排出量の多い物質を「重点

管理物質」として、優先して排出削減に取り組む。 
・ プロセス溶剤の他物質への転換について、有害性、リサイクル性などの観点

から検討。 
・ 工場周辺の大気中濃度について、拡散モデルによるシミュレーションで評価。 

実施 

事業者 1-H 化学工業 ●  ● ● ● ・ 工場からの大気排出の環境影響について、シミュレーションソフトを用いて

評価し、気象条件による変動を検討している。結果は、排出削減対策の検討

に活用している。 

実施 

事業者 1-I 化学工業 ●   ●  ・ 化学物質の使用量・排出量の適正化のために、仕込み量、反応条件、回収・

再生など多方面から検討。 
実施 

事業者 1-J 印刷・同関連業 ●  ●  ● ・ リスクアセスメント等を積極的に実施している。 
・ 経営層に対し、化学物質管理について積極的な対策を進めてもらうよう、担

当者が独自に作成した排出量ランキングリスト等を提示することにより説得

に成功。 

実施 

事業者 1-K 繊維工業  ●   ● ・ 対策を実施する化学物質の優先順位を付けるために、簡易な方法でリスク評

価を実施している。 
 

事業者 1-L 非鉄金属製造業  ●   ● ・ 鉛の再生を行っているが、歩留まりを向上させれば、排出量を減らすことが

できるだけでなく、生産高向上、廃棄物抑制につながる。 

・ 温度調整等による歩留まり向上を、少人数の３交代制で安定して実施するた

めには、社員の密接な連携が欠かせないため、目標の共有化や引継ぎ前のミ

ーティングの徹底等により参加意識を高めるようにしている。 
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企業規模 特筆すべき取組 候補 業種 
大
企
業 

中
小
企
業 

管
理
の
体
系
化 

使
用
量
・
排
出
量
等

の
適
正
化 

情
報
の
収
集
・
活
用 

取組内容、選定理由等 現地調査 

実施対象 

事業者 1-M 精密機械器具製造業  ●   ● ・ 法規制の対象となっていない物質についても、欧州の法規制等の対象になっ

ている物質については、自主的に濃度基準を設定し、敷地境界でのモニタリ

ングを実施している。 
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表 ３.１４ 業界団体・学識経験者等からの紹介及び公開情報・文献調査からの選定 
企業規模 特筆すべき取組 区分 現地調査の候補 業種 
大
企
業 

中
小
企
業 

管
理
の
体
系
化 

使
用
量
・
排
出
量
等 

の
適
正
化 

情
報
の
収
集
・
活
用 

取組内容、紹介理由等 現地調査 
実施対象 

事業者 2-A 化学工業 ●   ● ● 実施 

事業者 2-B 化学工業 ●   ● ●  

大手で、取組が進

んでいる 

事業者 2-C 化学工業 ●   ● ● 

日本化学工業協会・レスポンシブルケア工業会からの紹介 

 

事業者 2-D 電気機械器具製

造業 
●  ●  ●  

事業者 2-E 一般機械器具製

造業 
●  ●  ●  

組立メーカーであ

り、製品含有物質

管理を行っている 

事業者 2-F 電気機械器具製

造業 
●  ●  ● 

学識経験者から電気機械関連の企業も入れるべきとの紹

介 

 

事業者 2-G パルプ・紙・紙加

工品製造業 
●   ●  実施 

事業者 2-H パルプ・紙・紙加

工品製造業 
●   ●  

日本製紙連合会からの紹介 
・ 同連合会の環境保全委員会の委員 

 

業界団体の環境保

全委員会等のメン

バー会社である

（社内担当者につ

いても情報が得ら

れている） 
事業者 2-I 輸送用機械器具

製造業 
●  ● ● ● 自動車部品工業会からの紹介 

・ 同工業会の工場環境部会 部会長 
・ 物質管理データベース作成など、化学物質管理を積極

的に推進 

実施 

中小企業ではある

が、化学物質管理

に積極的である 

協同組合 2-A 金属製品製造業  ● ● ● ● 文献での優良事例 
・ 中小企業１社だけでは難しい ISO14001を組合で取得 
・ 企業間で環境管理の知恵を共有し、各社の自主的取組

（点検等）を促進 
・ 共同での排水分析や金属回収等により、汚染低減とと

もに、経済的メリットも得られた 
 

実施 



 23 

企業規模 特筆すべき取組 区分 現地調査の候補 業種 
大
企
業 

中
小
企
業 

管
理
の
体
系
化 

使
用
量
・
排
出
量
等 

の
適
正
化 

情
報
の
収
集
・
活
用 

取組内容、紹介理由等 現地調査 
実施対象 

事業者 2-J 金属製品製造業  ● ● ● ● 全国鍍金工業組合連合会からの紹介 
・ 業界大手、ISO14001 取得、中小企業だが環境対策の
意識が高い、リスクコミュニケーションも実施 

実施 

事業者 2-K 輸送用機械器具

製造業 
 ● ●   全国鍍金工業組合連合会からの紹介 

・ ISO14001取得、グラム単位で化学物質を管理 
 

事業者 2-L 金属製品製造業  ●  ●  全国鍍金工業組合連合会からの紹介 
・ ISO14001取得、分別処理などで取組 

 

事業者 2-M 金属製品製造業  ●  ●  日本塗装機械工業会、産業環境管理協会からの紹介 
・ 中小企業だが、環境対策に積極的 

 

事業者 2-N 金属製品製造業  ●  ●  日本塗装機械工業会からの紹介 
・ 中小企業だが、環境対策に積極的 
・ 組合及び装置メーカー団体と連携して、対策方法を研

究開発 
・ 単なる排出削減ではなく、コスト削減につながるよう

に工夫 

実施 

事業者 2-O 印刷・同関連業  ● ● ●  産業環境管理協会からの紹介 
・ 中小企業だが、環境対策に積極的 

実施 

事業者 2-P 印刷・同関連業  ●  ●  産業環境管理協会からの紹介 
・ 中小企業だが、環境対策に積極的 

 

事業者 2-Q 印刷・同関連業  ●  ●  埼玉県からの紹介 
・ 中小企業だが、環境対策に積極的 

 

事業者 2-R 石油化学系製品

製造 
 ●  ● ● 埼玉県からの紹介 

・ 中小企業だが、環境対策に積極的 
・ リスクコミュニケーションにも取り組んでいる。 

 

事業者 2-S 印刷・同関連業  ●  ●  埼玉県からの紹介 
・ 中小企業だが、環境対策に積極的 

 

中小企業ではある

が、化学物質管理

に積極的である 

事業者 2-T 金属製品塗装業  ●  ●  埼玉県からの紹介 
・ 中小企業だが、環境対策に積極的 
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企業規模 特筆すべき取組 区分 現地調査の候補 業種 
大
企
業 

中
小
企
業 

管
理
の
体
系
化 

使
用
量
・
排
出
量
等 

の
適
正
化 

情
報
の
収
集
・
活
用 

取組内容、紹介理由等 現地調査 
実施対象 

対策技術を自社開

発している 
事業者 2-U 化学工業 ●   ●  日本化学工業協会・レスポンシブルケア工業会からの紹介 

・ 自社で開発し、販売展開している VOC分解剤は高い還
元分解能と速効性があり、低温での反応性や持続性に

も優れ、汚染土壌の浄化推進に寄与している。 

 

市町村 2-A及び同
地域の事業者 

鉄鋼業など   ● ●  鉄鋼連盟からの紹介 
・ 地域として、ベンゼン等の環境基準改善に積極的に取

組 
・ 自治体及び企業での情報共有に役立っている。 
・ 報告書を毎年、作成し、公開 

実施 

市町村 2-B及び同
地域の事業者 

鉄鋼業など   ● ●   

自治体とともに、

地域で対策に取り

組んでいる 

都道府県 2-Aの環
境保全協議会及び

同協議会の会員工

場 

鉄鋼業など   ● ●  

鉄鋼連盟からの紹介 
・ 地域として、ベンゼンの環境基準改善に積極的に取組 

 

事業者 2-V 化学工業 ●    ● 日本化学工業協会・レスポンシブルケア工業会からの紹介 
・ 主要生産地区（宮崎県延岡市）における多面的なコミ

ュニケーションと地域貢献活動を長年にわたり継続的

に実施している。 

 

事業者 2-W 化学工業 ●    ● 日本化学工業協会・レスポンシブルケア工業会からの紹介 
・ 研究開発センターの公開による地域社会とのコミュニ

ケーションの活性化と、環境負荷低減活動の紹介によ

る環境意識向上を達成している。 

 

事業者 2-X 化学工業 ●   ●   

その他、候補とし

て紹介を受けた事

業者 

事業者 2-Y 化学工業 ●   ●  

日本化学工業協会・レスポンシブルケア工業会からの紹介 
・ 最近、排出抑制対策を実施したとの情報がアンケート

により得られている。 
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企業規模 特筆すべき取組 区分 現地調査の候補 業種 
大
企
業 

中
小
企
業 

管
理
の
体
系
化 

使
用
量
・
排
出
量
等 

の
適
正
化 

情
報
の
収
集
・
活
用 

取組内容、紹介理由等 現地調査 
実施対象 

事業者 2-Z 化学工業 ●    ● 日本化学工業協会・レスポンシブルケア工業会からの紹介 
・ 従来の PDCAの推進に加え、昨年度に労使一体で「労
災速報データベース」（発生した労災をいち早く他事業

者に自動的に伝え、類似災害の防止を図るもの）を完

成させ、運用を試行している。 
・ 労災の発生原因と対策には「なぜなぜ解析手法」（労災

原因を４M（管理、方法、人、設備の問題）の視点で
「なぜなぜ」を繰り返して解析を行い、本因を究明す

る手法）を導入し、労災減少に寄与している。 

 

事業者 2-AA 化学工業 ●  ●   日本化学工業協会・レスポンシブルケア工業会からの紹介 
・ 労働災害を防止するためには作業者の危険に対する感

性を高めることが重要と考え、各事業所において外部

教育機関や OB、従業員を講師として体験学習会を実
施している。事業所ごとに業務実態に合わせて、体験

項目や教育内容も工夫している。 

 

事業者 2-AB 輸送用機械器具

製造業 
●   ●   

事業者 2-AC ゴム製品製造業 ●  ● ●   

事業者 2-AD 電気機械器具製

造業 
●  ●  ● 

自動車部品工業会からの紹介 
・ 自社だけでなく、業界としての化学物質管理を積極的

に推進 

 

事業者 2-AE 金属製品製造業 ●   ●  全国鍍金工業組合連合会からの紹介 
・ 業界大手、ISO14001取得 

 

その他、候補とし

て紹介を受けた事

業者 

事業者 2-AF 金属製品製造業 ●    ● 日本塗装機械工業会からの紹介 
・ シックハウスを背景として、取組に積極的 
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表 ３.１５ 収集事例一覧 

事業 

規模 
項目 番 

号 
実施内容 

（課題の解決策） 

当初の課題など 主な効果 

大
企
業 

中
小
企
業 

１ 排水濃度の自主基準設定とトラブル原因把握のルール化 排水基準の強化 移動量の減少など  ● 

２ 自主的取組のための地域での産官連携組織の形成 地域としての取組継続 理解の増進など ● ● 

３ 洗浄時間の管理指標の導入 条例基準値を超過の可能性 使用量の減少など  ● 

４ 作業員交代時の引き継ぎ徹底 社内管理体制の要改善 社員意識の向上など  ● 

３．１ 

管理の 

体系化 

について 

５ 中小企業協同組合での環境管理システムの構築 排水処理トラブルの多発 経営改善など  ● 

６ 燃焼処理装置導入による排ガス量の削減 事業所からの排出量が多大 排出量の減少など ●  

７ 管理レベルの指針導入による総合的な管理 物質が多岐にわたり、情報把握が困難 排出量の減少など ●  

８ 既存設備への水性化技術等の導入 作業環境の改善 排出量の減少など  ● 

９ 粉体塗装の自主規格の作成 新規技術の施工方法が不明確 使用量の減少など  ● 

１０ 安全性を考慮した他物質への転換 排出抑制だけでなく、安全性の確認必要 移動量の減少など ●  

１１ 排出抑制の段階的な目標設定 他物質への転換困難 排出量の減少など   

３．２ 

使用量・ 

排出量等 

の適正化 

について 

１２ 機材の見直しと製品不良率の改善 排出抑制のための大規模投資が困難 使用量の減少など  ● 

１３ 物質非含有の証明が不要となる原材料データベースの構築 製品中に有害性の高い物質の混入可能性 環境リスクの低減など ●  

１４ 開発段階での製品の安全確認制度導入 製品開発での有害性の高い物質の排除 環境リスクの低減など   

１５ サプライチェーンを通じたマテリアルフローコスト会計の導入 単独でのﾏﾃﾘｱﾙﾌﾛｰｺｽﾄ会計の実施困難 移動量の減少など  ● 

１６ 遵守すべき法令に対する商品別のチェックリスト作成 営業担当者の法令把握の徹底 社員意識の向上など ●  

１７ 敷地境界モニタリングでの自主管理濃度の設定 環境基準・指針値の強化の可能性 排出量の減少など ●  

１８ 環境影響評価表及び対策導入シナリオの活用 PRTR届出データでの排出ランク上位 排出量の減少など ●  

１９ 環境リスクの推定に基づく効率的な管理手法の構築 敷地境界での環境濃度の管理強化 環境リスクの低減など ●  

２０ 独自指標による対策物質の優先順位付け 投資に見合った排出抑制効果が困難 社員意識の向上など ●  

２１ 複数企業による合同リスクコミュニケーションの実施 継続的な地域対話の実施 理解の増進など ●  

２２ 自治体と企業の連携によるリスクコミュニケーションの実施 単独でのﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの実施困難 理解の増進など  ● 

３．３ 

情報の 

収集・活用 

について 

２３ 原材料の安全確認制度の導入 顧客からの問い合わせ内容の精細化 環境リスクの低減など ●  
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３.２ 分析 

化学物質の自主管理について収集した事例を利用し、以下の観点から分析を行う。 
・自主管理の全体的な傾向 
・合理的な自主管理 
・効果的な自主管理 
・自主管理が改善しにくい要因と解決策となりうる事例 

 
３.２.１ 自主管理の全体的な傾向 

 自主管理の全体的な傾向についてはさらに、取組のきっかけ、取組内容、取組による効果

をまとめる。 
 
（A）取組のきっかけについて 
 取組のきっかけの傾向を図 ３.２に示す。 
 大企業（従業員数 300 人以上）では、「PRTR 制度への対応」を挙げた事業者の割合が
最も高くなった。次いで、「ISO14001」、「CSR、レスポンシブルケア」を挙げた割合が高
い結果となった。 
 一方、中小企業（従業員数 300 人未満）では、「PRTR 制度への対応」を挙げた事業者
の割合が、大企業と同様に最も高くなった一方、次に「顧客要請」が高い結果となった。

「ISO14001」や「CSR、レスポンシブルケア」を挙げた件数は約 5 件であり、大企業に
比べると割合は低い結果となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３.２ 取組のきっかけに関する傾向分析の結果 
（大企業の回答総数：63件、中小企業の回答総数：41件） 
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（B）取組内容について 
 取組内容の傾向を表 ３.１６に示す。詳細については、付属資料Ｅに掲載している。 
 
 

表 ３.１６ 自主管理の取組内容に関する全体的な傾向 
自主管理の分類 全体的な傾向 

① 方針・計画の策定
目標の設定 

【策定方針】 
・回答数が多かった内容は、排出量の削減や使用量の削減、法令順守・

コンプライアンス順守、である。 
 
【計画内容】 
・回答数が多かった内容は、一定の期限内で達成すべき数値目標を掲

げるものである。一方、「"全廃"から"削減"へ」といったように従来
計画の見直しを掲げているものもあった。 

 
【策定方法】 
・計画の策定方法については、回答内容が大きく二分された。本社策

定後に事業所が必要事項を追加するとの回答と、事業所ごとに策定

するとの回答であった。 
 

② 社内の体制整備、
社外の連携 

【社内体制】 
・「化学物質管理に関する専門部署の設置」と「化学物質管理に関す

る専門委員会の設置」がほぼ同じ回答数であり、「専門部署と専門

委員会を両方設置」との回答数がやや少ない結果であった。中小企

業に限定した場合には、専門委員会のみを設置しているとの回答が

多く、両方設置との回答は 2件のみであった。 
 
【社外連携】 
・連携先については、原材料メーカー等との連携、親会社・グループ

企業、業界団体との連携、といった回答が多かった。 
・連携内容については、対策設備等に関するものが多かった。一方、

少数ではあるが、他企業や有識者と連携して自主規格を作成した

り、自主表示制度への参加等の連携といった回答も得られた。 
 

③ 点検、見直しの 
実施 

【自主管理内容の点検方法】 
・回答数が多かったものは、部署・事業所ごとの定期報告、社内監査

の実施であった。社内監査は、ISO14001の一環として実施してい
るものが多かった。 

 
【見直した内容】 
・目標や化学物質の取組優先順位を必要に応じて見直すといった回答

が多かった。 
 

（1）管理の 
体系化 

④ 教育、訓練の 
実施 

・教育・訓練等の実施内容について、回答が多かった内容は、講習会・

勉強会・説明会の開催、資格取得の支援、メールでの情報配信であ

った。一方、法規制等に関する社外講習会への参加や、中小企業で

は、現場のパトロールを行いながら管理方法をチェック・指導する

といった回答も得られた。 
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自主管理の分類 全体的な傾向 
（2）使用量・排
出量等の適正

化 

 ・使用量・排出量等を適正化するための取組内容としては、排出量の

抑制、他物質への転換、との回答が多かった。中小企業では、排出

量の抑制に続き、他物質への転換と廃棄物発生量の抑制、との回答

が多かった。 
 

① 使用量の抑制 ・装置等の変更を伴わない対策を実施しているとの回答が多かった。

具体的な内容は以下のとおり。 
＜装置等の変更を伴わない対策＞ 
・必要量の見直し：仕込み量の適正化、使用量を毎月チェック、洗

浄槽の大きさの見直し等 
・管理の徹底：飛散防止蓋の使用の徹底、塗料の使い切り運動の実

施、洗浄時間の効率化等 
・作業方法の変更：不良率の低減、塗着効率の向上、洗浄回数の削

減等 
＜装置等の変更を伴う対策＞ 
・新規装置の導入：ガソリンからベンゼンを抽出する装置の導入等 
 

② 排出量の抑制 ・装置等の変更を伴う対策を実施しているとの回答が多かった。具体

的な内容は以下のとおり。 
＜装置等の変更を伴わない対策＞ 
・管理の徹底：設備の定期点検・整備、異常時の管理者への連絡の

自動化、排出操作の自動制御装置に関する細やかな調整等 
・作業方法の変更：コンデンサーの冷却強化、燃焼効率を向上させ

るためのプロセス条件の変更、品質の安定化や捨てる部分の削減

による歩留まりの向上、過剰膜を避けること等による塗料の付着

効率の向上等 
＜装置等の変更を伴う対策＞ 
・排ガス処理装置の導入：燃焼・焼却装置の導入、除害装置や吸収

装置の導入、乾燥炉の導入、電気集塵機の導入、フィルターの設

置、活性炭吸着設備の導入、受入液の予冷設備の導入等 
・排水処理装置の導入：排水中のトリクロロエチレンを強制的に放

出する装置等 
・密閉化装置の導入：浮き蓋・浮き屋根の導入、真空振動乾燥機の

導入、揮散防止のための充填機の変更等 
・回収装置の導入：スクラバー式回収装置の導入、再蒸留装置の導

入、活性炭回収装置の導入、遠心分離機の導入、ガソリンのベー

パー回収装置の導入等 
 

③ 廃棄物の抑制、 
回収・再利用 

・装置等の変更を伴う対策を実施しているとの回答が多かった。具体

的な内容は以下のとおり。 
＜装置等の変更を伴わない対策＞ 
・管理の徹底：廃塗料の数値目標を設定して削減取組を推進、廃棄

物分別の徹底、こぼれ防止の徹底等 
・作業方法の変更：リサイクル可能となるような分別方式に変更、

試し刷りの削減、反応条件の最適化による廃油の削減、マテリア

ルフローコスト会計に基づき廃棄物の多いプロセスの変更等 
＜装置等の変更を伴う対策＞ 
・廃棄物量の削減：自社焼却設備の導入、サーマルリサイクル設備

の導入、廃液濃縮装置の導入等 
・回収・再利用：蒸留塔の設置、溶剤回収装置（活性炭吸着）の導

入、産廃として焼却処理に出していた廃溶剤をリサイクル（有価）

に切り替え、廃液の分離回収装置の導入、熱交換器や還流装置の

導入等 
 

（2）使用量・排
出量等の適正
化 の続き 

④ 他物質への転換 【他物質への転換事例】 
・計 17 物質について回答が得られた。回答の多かったものは、トル
エンやキシレン等の溶剤に関するものである。 
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自主管理の分類 全体的な傾向 
【他物質への転換が難しい理由】 
・品質低下、コストアップ、プロセス時間の増加、原材料・製造方法・

取扱方法等による制約、顧客の指定による制約、法規制等による制

約、相談先の不足、情報の不足などが挙げられた。 
① 情報の収集 【有害性情報等の収集方法】 

・インターネット、業界団体、雑誌、有料情報サービス会社等の回答

が得られた。 
 
【有害性情報等の活用方法】 
・方針・計画・目標の策定：欧州の法規制等の動向を自主的に調査し

て化学物質管理の取組に反映。他社の PRTR 排出量と比較して目
標に反映。 

・教育・訓練：MSDSを社員教育に利用。 
・使用量の抑制：自社の使用量と排出量から原単位を算定し管理情報

として利用。 
・リスクアセスメント：有害性情報をリスクアセスメントに利用、

MSDS等を自主管理基準や作業方法に活用。 
・自主研究：有害性情報や事故事例等を自社での研究に利用。 
 

② モニタリング 【モニタリングの実施場所】 
・敷地境界、排気口、排水口といった回答が得られた。 
 
【モニタリングデータの活用方法】 
・モニタリングデータの活用方法について、自主基準濃度との比較に

よる安全性の確認や、技術改善のための基礎データとして利用、排

出比率を算定して PRTR データの精度向上に利用、といった回答
が得られた。 

 
③ リスクアセス 
メント 

・リスクアセスメント結果の活用方法について、対策優先順位の検討、

安全性の確認、代替物質の検討、環境配慮設計の検討といった回答

が得られた。ISOの枠組みの一環として実施しているとの回答も得
られた。 

・数は少ないが、中小企業でも実施しているとの回答が得られた。 
 

（3）情報の 
収集・活用 

④ 情報公開 【情報公開の方法】 
・回答数が多かった内容は、ホームページ等での公開、冊子の作成・

配布である。中小企業では、親会社やグループ会社を通じて情報公

開をしているとの回答が比較的多かった。 
 
【情報公開の内容】 
・回答数が多かった内容は、化学物質の取扱量・排出量・移動量等の

データ、自主管理の取組状況、である。工業地帯での他企業との情

報交換会を 3、4ヶ月に 1度実施して事故（漏洩など）、ヒヤリ・ハ
ットの報告をしたり、簡単なプロセス改良、効果等の情報交換を実

施したりしているとの回答もあった。 
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（C）取組による効果について 
 取組による効果の傾向を図 ３.３に示す。 
 大企業（従業員数 300人以上）では、取組の直接効果としては「排出量の減少」、「移動
量の減少」、「使用量の減少」、「環境リスクの低減」が 60％を越える結果となった。「社員
意識の向上」、「理解の増進」は相対的に低い割合であった。波及効果としては、「労働安全

衛生の向上」、「コスト削減・生産性向上」が約 40％と高い結果となった。 
 一方、中小企業（従業員数 300人未満）では、取組の直接効果としては「排出量の減少」、
「移動量の減少」が 60％以上、「使用量の減少」、「環境リスクの低減」が 40％以上となっ
た。一方、大企業の傾向とは異なり、「社員意識の向上」が 40％以上と高い割合となった。
波及効果としては、「コスト削減・生産性向上」、「労働安全衛生の向上」が大企業と同様、

30％以上となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３.３ 取組の効果に関する傾向分析の結果 
（大企業の回答総数：63件、中小企業の回答総数：41件） 
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３.２.２ 合理的な自主管理についての検討 

事業者が化学物質の自主管理を進める上で、取り扱っている全ての化学物質について排出

抑制の取組を一律に進めるのではなく、環境リスクに関する評価を行うことで、環境リスク

を合理的に減らすことができる。本節では、このように環境リスクに基づく合理的な自主管

理の手法等について分析を行う。 

 
（１）事例分析の方針 
 本調査では、環境リスクに基づく合理的な自主管理を以下のように考える。 

 

化学物質の自主管理において、環境リスクに関する評価を行うことにより、安全性の

確認や環境リスクの合理的な削減を行うこと 
 

こうした合理的な自主管理の手法について、以下の方針で事例分析を行う。 
 
① 対象事例 
 対象事例を表 ３.１７に示す。これらは、事業者や自治体へのヒアリング結果から、環
境リスクを考慮した合理的な自主管理に該当する事例を抽出したものである。 
 

表 ３.１７ 合理的な自主管理に関する分析対象事例 

事例 業種又は 
自治体 企業規模 

事例１ 敷地境界での自主管理濃度と予測濃度の比を用いた

自主管理 
化学工業 大企業 

事例２ 敷地境界での自主管理濃度とモニタリング濃度の比

較による自主管理 
精密機械器具製造業 大企業 

事例３ 「排出量×有害性ランク」を用いた自主管理 繊維工業 中小企業 
事例４ 「排出量×毒性係数」を用いた自主管理の推進施策 自治体 － 

 
② 検討方法 
 各事例について、次の４項目の内容を整理する。 
(a) 対象物質 
(b) 指標とその設定方法 
(c) 手順 
(d) 判断方法 
 

（２）事例分析の結果 
合理的な自主管理に関する事例の整理結果を表 ３.１８に示す。整理結果から、すべての
事例において何らかの指標を設定しており、それらの指標を活用して、安全性の確認や対策

優先順位の決定をしていることが分かった。 
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表 ３.１８ 合理的な自主管理に関する事例の整理結果 

項目 

事例１ 
敷地境界での自主管理濃度と 
予測濃度の比を用いた自主管理 
（化学工業、大企業） 

事例２ 
敷地境界での自主管理濃度と 
モニタリング濃度の比較による 

自主管理 
（精密機械器具製造業、大企業） 

事例３ 
「排出量×有害性ランク」を 

用いた自主管理 
（繊維工業、中小企業） 

事例４ 
「排出量×毒性係数」を 
用いた自主管理の推進施策 

（自治体） 

(a) 対象物質 取扱い物質すべて エチレンオキシド 化管法の第一種指定化学物質 化管法の第一種及び第二種指定化

学物質 
指標 環境基準又は自主管理濃度、及び、 

MOS（Margin of Safety） 
自主管理濃度 排出量×有害性ランク 排出量×毒性係数 (b) 指標とその

設定方法 
設定方法 ¾ 自主管理濃度 

・環境基準が無い場合、以下の順で有害性情

報の有無を調査し、設定。 
＜大気排出＞ 
① WHOのガイドライン値。 
② IRIS（米国 EPA）の RfCやNOAEL。 
③ 他のデータベースのNOAEL。 
④ 作業環境濃度に安全係数を掛けて算出。 

＜水域排出＞ 
①  環境省の初期リスク評価書における

PNEC。 
② 経済産業省の PNEC に安全係数を掛け
て算出。 

③  ECETOC のデータベースにおける

PNECに安全係数を掛けて算出。 
④ QSAR推定値に安全係数を掛けて算出。 
 
¾ MOS※ 
① 敷地境界や排水口におけるモニタリング
濃度の整理。データが得られない場合、大

気であればMETI-LIS（経済産業省低煙源
工場拡散モデル）により濃度を推定。 

② 以下の式でMOS※を算定。 
MOS※= [敷地境界・排水口でのモニタリン
グ濃度又は化学物質予測濃度] / [環境基準
又は自主管理濃度] 

 
※ここでのMOSは、一般的な定義とは異なる。 
 

・「化学物質の環境リスク評価 

第２巻」（環境省、2003）を参
考にし、NOAEL（0.43mg/m3）

と UF（不確実性係数。この場
合は 100）から、敷地境界での
自主管理濃度濃度を 4.3μg/m3

と設定。 
 
※地方自治体によっては、エチレ

ンオキシドについて独自の排

出規制や敷地境界での基準を

設けているが、ヒアリングでは

本設定値が最も厳しい値との

ことである。 

・物質ごとに、「排出量×有害

性ランク」を算定し、指標と

して利用。 
・有害性ランクとしては、リス

クアセスメントの書籍に記

載されている発がん性等の

ランクを使用。 

・各物質について、人の健康及び

生態系への影響の項目ごとに

「排出量×毒性係数」を算定し、

指標として利用。 
・毒性係数としては、「人の健康へ

の影響」及び「生態系への影響」

ごとに、1、10、100、1000 と
いった値を設定。 

 



 34 

項目 

事例１ 
敷地境界での自主管理濃度と 
予測濃度の比を用いた自主管理 
（化学工業、大企業） 

事例２ 
敷地境界での自主管理濃度と 
モニタリング濃度の比較による 

自主管理 
（精密機械器具製造業、大企業） 

事例３ 
「排出量×有害性ランク」を 

用いた自主管理 
（繊維工業、中小企業） 

事例４ 
「排出量×毒性係数」を 
用いた自主管理の推進施策 

（自治体） 

(c) 手順 ① MOS※を用いてリスクアセスメントを実
施し、対策優先順位の高い物質を決定（図 
３.４）。 

② 対策優先順位の高い物質について優先的
に対策を実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 ３.４ 対策の優先順位の判定方法 

（大気排出の場合） 
 

※ここでのMOSは一般的な定義とは異なる。 
 

① 敷地境界での濃度のモニタリ
ングを定期的に実施。 

② 当初は、モニタリング濃度が
自主管理濃度を上回っていた

ため、燃焼装置や触媒酸化型

処理装置の導入や、使用時の

揮発分の外部漏洩を防ぐため

のカーテンの設置、ダクトで

の回収といった取組を実施。 
 
※現在は、敷地境界での自主管理

濃度を十分に下回るレベルを

維持している。 

① 指標の算定結果に基づき、
値の大きい順に物質をリス

ト化。 
② 上位に位置づけられた物質
について、優先的に対策を

実施。具体的な取組内容と

しては、臭素系難燃剤のリ

ン系への変更に関する検討

や、可塑剤の他物質への変

更に関する検討など。 
 
※実際には、コスト等の問題で

転換はできなかったとのこ

とである。 

① 人の健康への影響、生態系への
影響ごとに、指標値を「影響ラ

ンク表」（指標値の大きさによ

り、人の健康への影響は 8 段
階、生態系への影響は 5 段階
でランク付けするための表）に

当てはめてランク付けを実施。 
② ランクの高い物質についてリ
スク軽減策を検討し、その内容

を環境配慮書として提出。 
 
※現時点では、手順にしたがって

リスクの削減措置を実施してい

る事業者はまだほとんどいない

とのことである。 

(d) 判断方法 
 

＜安全性の確認＞ 
・化学物質ごとに、敷地境界・排水口でのモ

ニタリング濃度又は化学物質予測濃度が、

環境基準又は自主管理濃度を超えていない

か確認。 
 
＜対策優先順位の決定＞ 
・基本的には MOS の大きい物質から優先的
に削減対策を実施。大気の場合には図 ３.
４のように MOS と排出量から対策の優先
順位を４段階で決定。 

 

＜安全性の確認＞ 
・敷地境界でのモニタリング濃度

が自主管理濃度を超えていな

いか確認。 

＜対策優先順位の決定＞ 
・排出量×有害性ランクの大き

い順に対策の優先順位を決

定。 

＜対策優先順位の決定＞ 
・排出量×毒性係数の大きい順に

対策の優先順位を決定。 

 

 
対策順位１
対策順位２
対策順位３

対策順位４
対策の方向

（t/year）
1000

100

10

1
0.1 0.5 1 10

MOS

排
出
量

※ 
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（３）まとめ 
 (２)の結果から、合理的な自主管理の手法について、設定指標、安全性の確認方法、対
策優先順位の決定方法をまとめるとともに、今後への示唆を述べる。 
 
① 設定指標について 
 (２)の事例分析では、いずれの事例も環境リスクを反映するために、次のような指標を
設定していた。 
 
【指標１】排出量×有害性 （事例３、４） 
 有害性を何らかの方法でポイント化し、排出量を乗じた値を指標とする。 

 

【指標２】自主管理濃度 （事例１、２） 
 環境リスクを評価するための指標として、NOAEL等に基づき算定した自主管理濃度
を指標とする。 

 

【指標３】モニタリング濃度／自主管理濃度 （事例１） 
 指標２を利用して、モニタリング濃度を自主管理濃度で割った値（または、自主管理

濃度をモニタリングで割った値）を算定し、指標とする。 
 
 上記の指標がハザードベースかリスクベースかについては、指標２がハザードベース、

指標１と指標３がリスクベースとして整理される。 
指標の難易度については、指標１は中小企業でも実施事例があり、有害性ランク表が用

意されているという前提であれば比較的容易であると考えられるのに対し、指標２と指標

３は大企業での実施事例のみであり、自主管理濃度の設定には専門知識が必要になるため、

指標１に比べて難易度は高いと考えられる。 
 事業者にとっては、指標１が最も扱いやすいと考えられるが、そのためには、基礎情報

となる有害性ランク表等の整備、提供等が望まれる。 
 
② 安全性の確認方法について 

(２)の事例分析では、安全性の確認方法として次のような方法がとられていた。 
 

【指標２による方法】（事例１、２） 
 指標２を利用し、自主管理濃度と、敷地境界でのモニタリング濃度やシミュレーショ

ンによる推定濃度との比較を定期的に行い、敷地境界での安全性を確認する。 
 

 安全性の確認を実施していた事例は大企業のみであり、濃度予測シミュレーションを実

施するためには専門知識が必要であり、また、敷地境界での自主的なモニタリングには費

用がかかることから、専門知識を有する人材の不足や予算不足を抱える場合には実施は容

易でないと考えられる。 
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 このため、事業者が安全性の確認を行うには、人材や予算等を考慮し、モニタリング頻

度の調節やシミュレーションツールの講習会への参加等が必要になると考えられる。 
 
③ 対策優先順位の決定方法について 

(２)の事例分析では、対策優先順位の決定方法として次のような方法がとられていた。 
 

【指標１による方法】（事例３、４） 
 取扱い物質について指標１による評価を行い、値の大きい順に対策の優先順位を決定

する。 
 

【指標３による方法】（事例１） 
 取扱い物質について指標３による評価を行い、評価値の大きい順に対策の優先順位を

決定する。あるいは、図 ３.４のように、指標３による評価値と排出量による散布図を
作成し、評価値や排出量が大きい物質から順に対策順位を決定する。 

 
 指標１による方法は、中小企業の実施事例があり、指標１の算定が可能であれば、対策

優先順位の決定方法自体は比較的容易であると考えられる。 
指標３による方法は大企業の実施事例のみであり、決定方法自体は比較的容易であると

考えられるものの、指標３の算定に人材やコストが必要になるため、難易度は高いと考え

られる。 
 このため、事業者が対策優先順位の決定を行うには、人材や予算等を考慮して、適した

指標を選択する必要があると考えられる。 
 
④ 今後への示唆について 
 事例４（自治体）では、「排出量×毒性係数」の算定を一部の事業者に義務付けているが、

当該自治体へのヒアリングの結果、この指標にしたがってリスクの削減措置を検討する事

業者はまだほとんどいないとのことであった。この要因としては、事業者は排出量の多い

物質、対策の取りやすい物質から取り組み始める傾向にあるため、との指摘があった。こ

のため、現時点では、環境リスクを考慮した自主管理はまだ普及しづらい状況にあると推

測される。 
 ただし、こうした自主管理の必要性が、一部の事業者では高まりつつあると考えられる。

例えば、これまで積極的に排出抑制対策を実施してきたものの、これ以上どこまで削減す

ればよいか分からないという事業者にとっては、削減目標が明確になるというメリットが

得られるからである。こうした事業者に対し、「合理的な自主管理」を周知、推奨すること

によって、このような手法は今後普及していく可能性があると考えられる。また、こうし

た手法が、安全性の確認や対策優先順位の決定以外に、代替物質の検討や製品の環境配慮

設計の検討等にも広く活用されることが望ましい。 
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３.２.３ 効果的な自主管理についての検討 

３.２.２では環境リスクに基づく合理的な自主管理について述べたが、これらの事例以外

にも、３.２.１で示したとおり、排出削減効果の現れている多くの事例が得られている。本

節では、このような自主管理について事例分析を行う。 

 
（１）事例分析の方針 
 事業者にとって効果的な自主管理の手法等について検討するため、自主管理の成功要因に

着目し、事例分析を行う。 
 
① 対象事例 
 電話ヒアリング等で得られた 104件の取組事例を対象とする。104件の内訳は、大企業
（従業員数 300人以上）が 63件、中小企業（従業員数 300人未満）が 41件である。 

 
② 検討方法 
自主管理の成功要因について聞き取った内容を整理し、その整理結果から自主管理の特

徴を分析する。 
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（２）事例分析の結果 
① 自主管理の成功要因について 
 電話ヒアリングにより得られた自主管理の成功要因を分類した結果、自主管理の成功要

因は主に次の(a)～(d)の４つに大別されると考えられた（表 ３.１９参照）。 
 
(a) 経営層または現場による主導 
 ・現場社員の高い意識、積極的な取組 
 ・トップマネジメントの発揮、経営層の理解 
 ・経営層と現場の連携 
(b) 自主管理や国際規格の特性の利用 
 ・自主管理の特性の利用 
 ・ISO14001の管理体系の利用 
(c) コスト削減や生産性向上等との両立 
 ・コスト削減 

 ・無駄の削減 

(d) 顧客や社会へのアピール 
 ・顧客へのアピール 
 ・社会へのアピール 

 
 
 

表 ３.１９ 自主管理の成功要因に関する整理結果 

成功要因の分類 成功要因に係る主な意見 業種 企業規模 
(中小企業：○) 

データ集計を行い、内容を社内で公開し注意を促

していること。 化学工業 ○ 

目標の数値化により社員の意識が明確になった

こと。 化学工業 ○ 

データ集計を行い、内容を社内で公開し注意を促

していること。 化学工業  

事業場レベルでの管理の徹底。 農薬製造業  
社員の自己管理レベルが上がってきたこと。 プラスチック

製品製造業 ○ 

社会が環境に対し関心をもつようになってきて

いることを社員に伝えることで、モチベーション

アップにつながったこと。 

非鉄金属製造

業 ○ 

化学物質購入時のチェックリストを用いたこと

で、今までの使い勝手重視から安全面重視へと社

員の意識が変わってきたこと。 

輸送用機械器

具製造業  

化学物質管理に真正面から取り組んだこと。 倉庫業 ○ 
取り扱い手順の徹底等により、とにかく努力をし

てきたこと。 倉庫業 ○ 

(a)経営層また
は現場による

主導 
 

現場社員の高い

意識、積極的な取

組 
 

安全、丁寧に顧客のものを取り扱うということ

は、結局労働安全につながり、環境にも良いこと

であるため、良いことばかりであるということを

示し、理解を促してきたこと。 

倉庫業 ○ 
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成功要因の分類 成功要因に係る主な意見 業種 企業規模 
(中小企業：○) 

業界トップクラスの排出量であったこともあり、

トップの意向が強かったこと。 
原油・天然ガス

鉱業  

今までは社長に話を伝えたり、理解してもらうの

に手間がかかったが、PRTR制度が始まり、社長
を長とした PRTR 委員会ができてからは風通し
も良くなったこと。 

食料品製造業 ○ 

トップマネジメントの決断が早いこと。 プラスチック

製品製造業 ○ 

トップの関心、特に製品中の化学物質に関心が強

いこと。 
ゴム製品製造

業  

トップマネジメ

ントの発揮、経営

層の理解 

欧州等の規制強化が業界に波及し、業界を挙げて

の取り組みにつながった結果、ただの「顧客要求」

から「必須取引条件」へと経営層の認識が変わっ

たこと。 

電気機械器具

製造業 ○ 

経営層の意識の高さ及び理解、社内関係部署の技

術レベルの高さの相乗効果が働いたこと。 化学工業  

(前頁の続き) 

経営層と現場の

連携 
現場を巻き込んだ活動とトップ（事業場長）の理

解、及び、環境管理部門との連携がうまくいった

こと。 
化学工業  

規制が少ないため、人・物・金の面で自社に適し

た施策を自由裁量で選ぶことができたこと。 ゴム製品製造

業  
自主管理の特性

の利用 

自主管理では期限に縛りが少ないため、陣容の確

保、設備の整備などを社内ルールに則して手配す

ることができたこと。 

ゴム製品製造

業  

ISO14001 の目的・目標に化学物質管理に関する
内容を取り上げて、全社で削減計画に取り組んだ

こと。 
化学工業  

(b)自主管理や
国際規格の特

性の利用 

ISO14001の管理
体系の利用 

ISO14001 により社内の伝達システムが確立して
いたこと。（化学物質管理について、ISO の管理
体系を利用して社員に伝達したことにより、社員

が即座に行動を開始してくれた。） 
化学工業  

収率を上げることをコストダウンとからめて現

場に指示してきたこと。 化学工業 ○ コスト削減 

現状把握をして、多いところから減らすべく現場

レベルで色々と取り組んだ結果、使用量の減少に

より、コスト削減につながっていること。 

輸送用機械器

具製造業  

(c)コスト削減
や生産性向上

等との両立 

無駄の削除 工程の削除などを行い無駄が削減できたこと。 非鉄金属製造

業 ○ 

顧客へのアピー

ル 
顧客の要望に迅速に対応することが、顧客へのア

ピールになっていること。 電気機械器具

製造業  
(d)顧客や社会
へのアピール 

社会へのアピー

ル 
トルエンの排出ゼロ達成に成功したことで、社会

的なアピールにつながっていること。 輸送用機械器

具製造業  
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② 成功要因から推測される自主管理の特徴について 
 成功要因の整理結果から推測される自主管理の特徴を表 ３.２０に示す。事業者にとっ
て効果的な自主管理には、効率性、柔軟性、持続性という共通点があると推測された。 
 

表 ３.２０ 自主管理の成功要因から推測される自主管理の特徴 
成功要因の分類 成功要因から推測される自主管理の特徴 
現場社員の高い意識、積極的

な取組 
現場社員の意識が低いと自主管理は形式的なものに陥り

がちであるが、現場社員による積極的な自主管理が行われ

ることによって、人材不足や情報不足の課題が発生しにく

くなり、自主管理が持続的に実施され、改善される。 
トップマネジメントの発揮、

経営層の理解 
経営層の理解が得られない場合には自主管理を積極的に

取り組むことが難しくなるが、経営層の理解が得られ、ト

ップマネジメントが発揮されることによって、予算不足等

の課題が発生しにくくなり、自主管理が持続的に実施さ

れ、改善される。 

(a) 経営層また
は現場による主

導 

経営層と現場の連携 経営層と現場が連携することによって、上記同様、人材不

足、予算不足、情報不足等の課題が発生しにくくなり、自

主管理が持続的に実施され、改善される。 
自主管理の特性の利用 自主管理は裁量が広いので、排出抑制のみではなく、社員

教育やリスクアセスメント、情報公開等、多様な対策を組

み合わせたり、事業者にとってより適した取組になるよう

に創意工夫によって改善することで、自主管理が柔軟に実

施され、改善される。 

(b) 自主管理や
国際規格の特性

の利用 

ISO14001の管理体系の利用 化学物質管理を ISO14001 の PDCA サイクルに取り入れ
ることによって、自主管理が持続的に実施され、改善され

る。 
また、化学物質管理を ISO14001の社内情報伝達や社員教
育等に取り入れることによって、情報伝達や社員教育が効

率的に実施される。 
コスト削減 自主管理を行うことによってコスト削減を図ることがで

きれば、コスト面において自主管理が効率的に実施され、

改善される。 

また、コスト削減につながることによって、事業者の取組

意識が高まるため、自主管理が持続的に実施され、改善さ

れる。 

(c) コスト削減
や生産性向上等

との両立 

無駄の削減 自主管理を行うことによって生産上の無駄を削減するこ

とができれば、生産性が向上するため、自主管理が効率的

に実施され、改善される。 

また、無駄を削減することによって経済的なメリットが得

られれば、事業者の取組意識が高まるため、自主管理が持

続的に実施され、改善される。 

顧客へのアピール 顧客へのアピール効果が得られることによって、販売増加

等の観点から事業者の取組意識が高まるため、自主管理が

持続的に実施され、改善される。 

(d) 顧客や社会
へのアピール 

社会へのアピール 社会へのアピール効果が得られることによって、CSR 等
の観点から事業者の取組意識が高まるため、自主管理が持

続的に実施され、改善される。 
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（３）まとめ 
 (２)の結果から、事業者にとって効果的な自主管理とは以下のようなものであると推測
される。 
 

化学物質の自主管理において、効率性、柔軟性、持続性をもって、管理内容の改善に

取り組むこと。 
 

 また、こうした自主管理の特徴を表 ３.２１に示す。 
 

表 ３.２１ 事業者にとって効果的な自主管理の特徴 
事業者にとって効果的な 
自主管理の共通点 具体的な特徴 

・自主管理がコスト削減や無駄の削減（生産性向上）と両立で

きている。 
効率性 費用対効果や時間の観点

から事業者にとって効率

的な対策を実施すること 
・ISO14001 の管理体系（情報伝達や教育等の実施体制）に、
化学物質の自主管理を組み込んでいる。 

柔軟性 対策内容を柔軟に変更し

たり、多様な対策を柔軟に

組み合わせること 

・自主管理の裁量の広さを利用している。（事業者の事業規模や

プロセス等に適した方法を選択したり、創意工夫によって取

組内容を改善している。） 

・経営層や現場が積極的に主導している。 
・現場社員の高い意識、積極的な取組 
・トップマネジメントの発揮、経営層の理解 
・経営層と現場の連携 

・ISO14001の管理体系（PDCAサイクル等）に、化学物質の
自主管理を組み込んでいる。 

・自主管理がコスト削減や無駄の削減（生産性向上）と両立で

きている。 

持続性 企業経営の観点から無理

なく長期間にわたって続

けられること 

・顧客や社会へのアピール効果が得られている。 
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３.２.４ 化学物質管理が改善しにくい要因と解決策になりうる事例の整理 

３.２.３では、事業者が効果的な自主管理に成功している要因について検討したが、実際

に自主管理に取り組む中では様々な課題が生じており、管理が改善しにくい要因が存在して

いる。そこで、電話ヒアリングや業界団体ヒアリングで得られた化学物質管理が改善しにく

い要因を整理するとともに、その解決策となりうる事例を表 ３.２２に示す。 
次章では、解決策となりうる事例を中心に事例集として取りまとめることとする。 

 
表 ３.２２ 化学物質管理が改善しにくい要因と解決策となりうる事例 

分類 化学物質管理が改善しにくい要因の事例 解決策となりうる事例 
管理体制

不十分 
・中小企業では、管理体制が十分ではないケースが

多い。（特定業種に限らない） 
・協同組合で ISO14001の認証取得をし、
環境管理システムを構築することで、

ISO の管理体系に化学物質管理を組み
入れる。（金属製品製造業） 

 

管
理
の
体
系
化 

人材不足 ・近年、品質管理状況等について顧客からの監査が

入るようになったが、各社の独自の基準で監査さ

れるため、品質管理項目が増えた。それに対応で

きるだけの専門知識をもった人材が不足しがち

である。（窯業・土石製品製造業） 

・行政の排出基準よりも厳しい自主基準を

設定し、それを遵守するために、濃度超

過が発生する度に原因を究明し、工程等

を改善する。また社員教育を徹底する。

（金属製品製造業） 
 

コスト負

担大、適当

な対策な

し 

・ガソリンスタンドでは新たな対策を実施する経済

的余裕がない。特に、給油ノズルでのベーパー回

収装置はコストがかかりすぎるため難しい。（石

油製品・石炭製品製造業） 
・費用対効果の面からガソリンスタンドではなく、

リファイナリー施設やタンクローリー側での対

策をすべきではないか。ただ、主な対策は出尽く

しており、リファイナリー施設での浮き屋根や、

タンクローリーでのベーパー回収装置程度では

ないか。（石油製品・石炭製品製造業） 
 

・ガソリン中のベンゼン抽出と、抽出した

ベンゼンを化学品として販売する。（石

油製品・石炭製品製造業） 
・ガソリンスタンドの地下タンクへの給油

時にゆっくり入れるようにする。（石油

製品・石炭製品製造業） 

使
用
量
・
排
出
量
等
の
適
正
化 

生産性低

下、コスト

負担大 

・炭化水素系洗浄剤を使用すると洗浄時間が 1.5倍
から 2倍近くかかってしまう。 

・現在の処理装置は半分地中にあるため、装置が大

きくなると地上に上げないといけなくなり、大規

模な設備改善が必要になる。 
・洗浄液の代替には、長期間の試行錯誤が必要にな

るが、そこまでの予算がないため対応できない。

（一般機械器具製造業） 
 

・国の補助を受け、現状設備を使いながら、

原材料メーカーと連携し、溶剤を水性化

するための試験を実施し、ノウハウを蓄

積した。その結果、排出量削減だけでな

く、製品の品質向上にもつながった。（印

刷・同関連業） 
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分類 化学物質管理が改善しにくい要因の事例 解決策となりうる事例 
適切な対

策なし 
・ホウ素化合物を取り扱っているが、原材料メーカ

ーに問い合わせても代替物質がそもそも見つか

らない。（窯業・土石製品製造業） 
・新たな化学物質が追加されたり、排出基準が強化

されても、対応する技術が見つからず、規制値と

対策技術の水準にギャップを感じている。（非鉄

金属製造業） 
・濃度の薄い物質を除去するためにはますます最先

端の技術が必要になるが、そうした技術が見つか

らない。また見つかってもエネルギーがかかるた

め、CO2 排出量が増加してしまう。（非鉄金属製

造業） 
・原材料に使用している着色剤は、他の候補がない

ため使わざるを得ない。（製品の原材料ではなく、

工程で使用する洗浄剤については、コスト的に見

合うものがあれば代替を進めている。）（窯業・土

石製品製造業） 

・所属組合の意見交換の場で、同業者同士

でアイデアを出し合った。（金属製品製

造業） 
・装置メーカーの団体や産業技術センター

とも連携して、技術情報を収集し、専門

的なアドバイスも受けた。（金属製品製

造業） 

現場と経

営層の意

識の乖離 

・環境管理部署が意識をもっていても、経営層のト

ップマネジメントがないと管理がなかなか進ま

ない。（特定業種に限らない） 

・自社の排出量ランキングを作成し、全国

での位置づけを示すことで経営層を説

得。（印刷・同関連業） 
・トップレベルの水準以下になることを説

明し、説得。（プラスチック製品製造業） 
 

電子化の

遅れ 
・PRTRの届出は、購入量等のデータが電子化され
ている企業なら簡単に集計できるだろうが、中小

企業ではそこまでできない所もある。（特定業種

に限らない） 

・パソコン上で購入量を入力すると、PRTR
届出データが自動集計されるツールを

作成している。（特定業種に限らない） 
・グループ会社としてデータベースを作成

している。業者が納入時にデータを入力

するようになっており、集計値に排出係

数を掛けて、届出データとする。（輸送

用機械器具製造業） 
 

コスト負

担大 
・RoHS対象化学物質の非含有証明は、自社の分析
結果では認めてもらえないため、月に 1回程度外
部に分析を依頼せねばならず、大きな負担となっ

ていた。（一般機械器具製造業他） 

・ソニーやパナソニックが取引企業にのみ

公開している材料データベースでは、そ

の材料を使用すれば非含有証明を省略

できるため大幅な負担軽減につながっ

ている。（プラスチック製品製造業） 
 

新たな目

標が不明

確 

・これまで継続的に排出量の削減を行ってきたが、

これ以上何を行えば、どこまで削減すれば良いの

かわからない。（化学工業） 

・敷地境界での自主管理濃度を設定するこ

とで、安全性の確認を行うとともに、自

主管理濃度と予測濃度の比を用いた評

価を行うことで、対策の優先順位を決定

する。（化学工業） 
 

情
報
の
収
集
・
活
用 

排出原因

の把握困

難 

・どこから物質が漏れる危険性があるといった分析

能力があまり無いため、何か問題が発生しても現

状把握に時間がかかることが多い。（化学工業） 

・自主基準を設定し、排水異常が発生する

原因を把握する仕組みを作った。情報は

全社で共有し、工程改善に活用した。さ

らに、作業員の意識及び技能の向上のた

めの教育訓練も実施した。（金属製品製

造業） 
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４． 事業者による化学物質の自主管理の先進的な取組事例集の作成 
前章の取組事例の調査の結果に基づいて、事業者による化学物質の自主管理の取組事例集

を作成した。 
本事例集の作成方法等について、以下に記す。 

 
４.１ 方針 

作成する事例集は、読者である事業者にとって使いやすく、役立つものとなるように、掲

載する事例の種類、構成、索引の作成方法を工夫した。 
また、事例集作成に際しては、外部からの意見も反映するために、業界団体及び学識経験

者等から、構成、取りまとめ方などについて意見を聞き取った。 
 
４.１.１ 掲載する事例の種類 

掲載する事例の種類としては、読者が化学物質管理を行う上で直面する課題の解決に役立

つように、３.２.４節に記した化学物質管理が改善しない事例の解決策となるような事例を

できるだけ掲載するようにした。掲載事例は、すべて現地調査を実施した事例とした。 

掲載事例は、表 ４.１に示すように、実施項目に応じて、「（1）管理の体系化」、「（2）使用
量・排出量等の適正化」、「（3）情報の収集・活用」の 3つに分類した。この分類は、化学物
質管理指針に準じたものである。 
 

表 ４.１ 化学物質管理の取組 

分類 実施項目 取組例 

①方針・計画の策定、目標の設

定 

化学物質管理方針、管理計画、作業要領、数値目標

の設定 

②社内の体制整備、社外の連携 社内体制：管理責任者の設置、担当者の確保 

社外連携：他の事業者との連携、分析機関との連携 

③点検、見直しの実施 PDCAの実施、ヒヤリ・ハット事例の点検と見直し 

（1）管理の
体系化 

④教育、訓練の実施 勉強会、外部講師による講習会、危険予知トレーニ

ング、資格取得支援、新入社員教育 

①使用量の抑制 歩留まりの向上、新規触媒の導入 

②排出量の抑制 密閉化、浸透防止、揮発防止、排ガス処理、排水処

理、副生成物の抑制 

③廃棄物の抑制、回収・再利用 外部委託量の削減、燃料としての有効活用、再利用

先の開拓 

（2）使用量・
排出量等の

適正化 

④他物質への転換 高沸点溶剤への変更、ノントルエン化、可塑剤の変

更、副生成物を生成しない代替技術の導入 

①情報収集 有害性情報、技術情報、化学物質取扱量の収集、物

質情報のデータベース化 

②モニタリング 施設内や事業所周辺の濃度測定 

③リスクアセスメント 削減対象物質の優先順位付け 

（3）情報の
収集・活用 

④情報公開 リスクコミュニケーション、環境報告書の公開、製

品含有物質DBの公開 
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４.１.２ 構成 

事例集の構成としては、まず、読者が事例を見るポイントが分かるように、第 2章で化学
物質管理の事例の全体的な傾向を説明し、次の第 3章で個別の具体的な事例を紹介するよう
にした（表 ４.２）。 
 

表 ４.２ 事例集の構成 

第１章 概要 

第２章 収集事例の全体的傾向 

第３章 各事例 

 
第３章の「各事例」の事例紹介では、読者が取組内容をひと目で分かるように、基本的に

見開き 2 ページとした。ただし、2 ページでは十分に紹介し切れない場合は、3 ページある
いは 4ページとした。 
事例紹介の 1ページ目では、まず、取組内容の全体を読者が容易に把握できるように、取
組の概要を記載した（図 ４.１）。ここでは、取組のプロセスが直ぐに分かるように、取組の
きっかけ、目標・内容、効果を簡潔に記した。特に、取組の内容と効果については、検討プ

ロセス、取組内容と効果の因果関係が分かるように、ロジックチャートを使った。 

また、事例紹介の 2ページ目以降では、1ページ目での記載内容の詳細を説明した（図 ４.
２）。ここでは、読者自身が抱える課題の解決に役立ち、また取組のプロセスが追えるように、

項目立ては、取組のきっかけ、内容、実施上の課題、課題克服のための創意工夫、効果とし

た。また、必要に応じて、図表を用いた。 
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← 
事例掲載順の番号と取組内容

を表すタイトルを記載。 

← 
当該事業者が化学物質管理

に取り組んだきっかけや取り組

む前の課題などをキーワード

で記載。 

← 
取組の目標や内容の概要を記

す。 

また右側に取組に該当する項

目を図示。 

 
事例＊  タイトル 

業種：  従業員数：  

 
取組のきっかけ 

x  
x  
x  

 
取組の目標 

x  
 

取組の内容 

x  

方針•計画
策定

目標設定
社内体制
整備
社外連携

点検・
見直しの
実施

教育・
訓練の
実施

使用量の
抑制

排出量の
抑制

廃棄物の
抑制、回
収•再利用

他物質へ
の転換

情報の
収集•整理

モニタ
リング

リスク
アセス
メント

情報公開

管理の
体系化

使用量•
排出量等の
適正化

情報の
収集･活用

取組の分類

 

 
【取組実施上の課題】    、【課題克服のための創意工夫】    、【取組の効果】      

  
 

コスト削減

生産性向上
品質改善等

情報の収集・活用管理の体系化 使用量・排出量等の適正化

使用量の
減少

点検・見直しの
実施

排出量の抑制
廃棄物抑制、

回収•再利用

情報の
収集・整理

モニタリング

リスクアセス

メント

情報公開

化
学
物
質
管
理
の
取
組
内
容

社員意識の
向上

直
接
効
果

移動量の
減少

排出量の
減少

環境リスクの
低減

企業理解の
促進

企業イメージ
の向上・CSR

労働安全
衛生の向上

波
及
効
果

他物質への転換使用量の抑制

教育・訓練の
実施

方針・計画策定、

目標設定

社内体制整備、
社外連携

 
  

← 
取組内容と効果をロジックチャ

ートの図示。 

取組実施上の課題、課題克服

のための創意工夫は図中に吹

き出しで記載。 

図 ４.１ 事例のフォーマット（その１） 
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【取組のきっかけ】 

 

 

 

← 
当該事業者が化学物質管理

に取り組んだきっかけや取り

組む前の課題などを説明。 

【取組の内容】 

 

 

 

← 
取組の内容を説明。 

必要に応じて、図、写真、表

などを挿入。 

【実施上の課題、課題克服のための創意工夫】 

実施上の課題 課題克服のための創意工夫 

  

  

  

 

← 
取組を実施する上で出てき

た課題及びその課題を克服

するために行った創意工夫

などについて説明。 

【取組の効果】 

効果の分類 効果の内容 

直接 

効果 
  

波及 

効果 
  

 

 

← 
取組の結果として得られた効

果を直接効果及び波及効果

に分けて、説明。 

図 ４.２ 事例のフォーマット（その２） 
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４.１.３ 使いやすさの工夫 

事例集では、利用者が事例を探しやすいようにするための工夫として、事例検索のパター

ンを想定し、表 ４.３に示すような 3種類の事例一覧表を作成した。 
また、より一層使いやすくするために、案の段階で、業界団体及び学識経験者等（表 ３.
２に示したヒアリング対象者）に事例集を提示し、得られた意見を反映した。 
 

表 ４.３ 事例集を使いやすくするための工夫 

事例検索のパターン 作成した一覧表 

①課題から探す場合 化学物質管理上の課題から事例を探せるように、掲載した個々の

事業所が抱えていた当初の課題、取組の主な効果等を一覧表で示

した。 

②業種・工程・取扱物質・

企業規模から探す場合 

事業所の企業情報から事例を探せるように、掲載した個々の事業

所の業種・工程・取扱物質・企業規模等を一覧表で示した。 

③効果から探す場合 化学物質管理を実施した効果から事例を探せるように、掲載した

個々の事業所での直接効果、間接効果等を一覧表で示した。 

 
 
４.２ 結果 

作成した事例集は、別冊「事業者による化学物質の自主管理の先進的な取組事例集（仮題）」

の通りである。 
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５． 事業者による化学物質の自主管理の先進的な取組事例集を紹介すべき業界団体リ

ストの作成 
 
５.１ 方針 

事業者における化学物質の自主的な管理の改善への取組をより一層促進させるため、前章

に記載した取組事例集を紹介すべき業界団体のリストを作成する。PRTR届出対象事業者に
は中小企業も多いため、中小企業にも情報が行き渡るように留意する。 
 
（１）団体の抽出方法 
リストに記載する業界団体は表 ５.１のような方法で抽出した。 
抽出の際には、PRTR届出の対象業種すべてを網羅するようにした。 
また、PRTR排出は中小企業の寄与が大きいので、中小企業に情報が行き渡るようにする
ことも考慮する必要がある。そのためには、中小企業基盤整備機構、全国中小企業団体中央

会、日本商工会議所、全国商工会連合会などを通した情報提供も有用であると考えられるの

で、これらの団体等もリストに含めた。 
 

表 ５.１ 関連業界団体の抽出方法 
抽出方法 情報源 抽出した団体の選定方法 業種分類の仕方 

① 既存の業界

団体リストか

らの抽出 

・既存の業界団体

リストを使い、主

要業種に該当

する団体を抽

出。 

・経済産業省製造産業

局所管の特例民法法

人（製造業のみ） 

・フリー百科事典『ウィキ

ペディア（Wikipedia）』 

 など 

・PRTR での主な届出事業

者の事業内容を業種ご

とに調べ、該当すると考

えられる団体を抽出。 

・団体名及び団体の事

業内容を元に、日本

標準産業分類での

小分類情報を参考

にして分類。 

・web上でPRTRに

関する情報を掲

載している業界

団体を抽出。 

・Google での検索結果 

 など 
② PRTR に関

連した情報

発信をして

いる団体の

抽出 ・業界専門雑誌等

に PRTR及び化

学物質の排出

に関する記事を

掲載したことの

あ る団体を検

索。 

・国立国会図書館の蔵書

検索・申込システム

（NDL-OPAC） 

 など 

・検索でヒットした団体は、

すべて掲載。 

・ただし、団体が現存して

いることを web 情報で確

認。 

・団体名及び団体の事

業内容を元に、日本

標準産業分類での

小分類情報を参考

にして分類。 

 
 
（２）記載情報 
リストには、業界団体の名称だけでなく、担当部署名、住所及び連絡等の情報を盛り込ん

だ。 
担当部署については、業界団体の事務局は、通常、数名なので、事例集の紹介は事務局長

宛あるいは専務理事宛になると考えられるが、規模の大きな業界団体の場合は、環境委員会

などの専門部署があれば、その情報を記載した。 
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これらの情報は、web上での各団体のホームページを検索することによって収集した。住
所及び電話番号は、web上の検索サイトであるｉタウンページ、Yahoo!電話帳、また電話番
号のデータベースなども利用した。 
 
５.２ 結果 

作成した関連団体リストは、付属資料Ｆの通りである。 
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６． まとめ 
本調査の実施内容を以下にまとめる。 

 
（１）事業者による化学物質の自主管理の先進的な取組事例の調査 
（A）事例収集 

① 公開情報及び文献 
PRTRキャラバンで紹介された事例を中心として、事業者及び自治体等での取組を

調査した。 
その結果、管理の体系化、使用量・排出量の適正化、情報の収集・活用のそれぞれ

について、数件ずつ事例を収集した。結果は、付属資料 Aの通りである。 
 

② 業界団体及び学識経験者等へのヒアリング 
事業者の先進的な取組事例等について情報を収集するため、業界団体及び学識経験

者等を対象として 13件のヒアリングを行った。 
その結果、自主管理の先進的な取組事例等として、21 事業者の情報を得た。また、

自主管理が改善しない要因として、コスト過大、人材不足・知識不足・意識不足、品

質・生産性重視、技術不十分などが挙げられた。 
 

③ 電話によるヒアリング（PRTR届出排出量が減少傾向の場合） 
事業者の先進的な取組事例及び成功要因について情報を収集するため、PRTR届出

排出量が減少傾向の事業者等を対象として、395 通の調査協力依頼状を発送し、電話
ヒアリングによって 104件の事業者から化学物質管理の取組事例を収集した。 
その結果、自主管理の取組事例として 104 事業者の情報を得た。収集した情報は、

1事業者につき、1枚のシートにまとめた。結果は、付属資料 Cの通りである。 
 

④ 電話によるヒアリング（PRTR届出排出量が増加又は横ばい傾向の場合） 
事業者による化学物質の自主管理が改善しない原因について情報を収集するため、

PRTR届出排出量が増加または横ばい傾向の事業者等を対象として、20通の調査協力
依頼状を発送した。これと合わせて、PRTR届出排出量が減少傾向である事業者のう
ち、排出量の減少は自主管理というより生産量の減少によることが判明した場合も含

めて電話ヒアリングを行った。 
その結果、自主管理が改善しない事例として、13事業者の情報を得た。 

 
⑤ 現地調査 
化学物質管理において独自の工夫や特筆すべき取組についての詳細な情報を収集す

るため、上記、①～③で収集した情報を元にして、候補となる事業者の業種、企業規

模、特筆すべき取組、取組内容、選定理由等の情報を整理し、事業者の現地調査を行
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った。 
その結果、20事業者から詳細情報を得た。 

 
（B）分析 

上記（A）で収集した事例に対して、以下の分析を行った。 
 

① 自主管理の全体的な傾向についての検討 
上記(A)の③の電話ヒアリングで得られた 104 件の事例を対象として、自主管理の
傾向や特性を分析した。 
 その結果、管理の体系化、使用量・排出量等の適正化、情報の収集・活用の各項目

について、大企業、中小企業を問わず、多様な自主管理がなされていることが分かっ

た。 
 
② 合理的な自主管理についての検討 
環境リスクに基づく合理的な自主管理について、その特徴を明らかにするための事

例分析を行った。 

その結果、合理的な自主管理の特徴は、指標、及び、合理性の判断方法にあると考

えられた。指標には、(a)排出量×有害性、(b)自主管理濃度、(c)モニタリング濃度／
自主管理濃度、の 3 通りのあることが分かった。これらの指標の活用方法としては、
(i)安全性の確認、(ii)対策優先順位の決定、などであることが分かった。 

 
③ 効果的な自主管理についての検討 
事業者にとっての効果的な自主管理について、その特徴を明らかにするための事例

分析を行った。 
その結果、効果的な自主管理には、効率性、柔軟性、持続性という共通点があると

推測された。効率性に関する特徴としては、コスト削減や生産性向上との両立ができ

ていること、柔軟性に関する特徴としては、自主管理の裁量の広さを利用して事業規

模や社内ルール等に最適な対策を柔軟に実施して創意工夫により改善していること、

持続性に関する特徴としては、現場社員や経営層が積極的に主導していること、など

であることが分かった。 
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④ 化学物質管理が改善しにくい要因についての検討 
上記(A)の④の電話ヒアリングで得られた 20件の事例を対象として、自主管理の傾

向や特性を分析した。 
その結果、化学物質管理が改善しにくい要因として、 
� 管理の体系化に対しては、管理体制不十分、人材不足など 
� 使用量・排出量等の適正化に対しては、コスト負担大、適当な対策なし、生産

性低下など 
� 情報の収集・活用に対しては、現場と経営層の意識の乖離、コスト負担大、方

向性不明確など 
の存在することが分かった。 

 
（２）事業者による化学物質の自主管理の先進的な取組事例集の作成 

上記（１） （Ａ）の④で収集した事例を対象として、化学物質管理の全体的傾向を分析
した。また同⑤で収集した事例を対象として、上記（１） （Ｂ）の③に記載したような化
学物質管理が改善しないケースに対して解決策となるような取組を検討した。 
その結果、事業者による化学物質の自主管理の取組事例集を作成した。掲載した事例数

は 23 件であり、管理の体系化、使用量・排出量等の適正化、情報の収集・活用の 3 つに
分けて掲載した。記載内容は、業界団体及び学識経験者等からの意見を踏まえて検討した。

作成した事例集は、別冊の通りである。 
 
（３）事業者による化学物質の自主管理の先進的な取組事例集を紹介すべき業界団体リ

ストの作成 
上記（２）で作成した取組事例集を紹介することによって、事業者における化学物質の

自主的な管理の改善への取組をより一層促進させるため、事例集を紹介すべき業界団体を

検索した。PRTR届出対象事業者には中小企業も多いため、中小企業を組合員、会員とす
る団体もできるだけ対象とした。情報の収集は、基本的にインターネットで行った。 
その結果、約 260件の団体を抽出し、それぞれの団体の名称、連絡先、業種等の情報を

整理した。作成した団体リストは、付属資料 Eの通りである。 
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付属資料Ａ 

 

公開情報及び文献からの事例収集結果 



 

 

 



 

 
（C）事業者の事例 
 
【管理の体系化の事例】 
 
タイトル 「川中企業の化学物質管理」 
企業・ 
自治体等 

株式会社村田製作所 

出典 「化学物質管理セミナー キャラバン２００７ 東京会場」配布資料 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar07_1.html 

内容 【化学物質管理に関する基本方針】 
・製品に含有する環境負荷化学物質の削減・代替を推進。 
・生産プロセスにおいて取り扱う環境負荷化学物質の削減代替を推進。 

【自社における化学物質審査登録制度】 
a) 審査：購入する化学物質/調剤について以下の全ての要件を満足することの評
価・確認 

・購入、使用、製造、販売を法的に禁止されてない化学物質である。 
・自社の自主規制（基準）が遵守されている。 
・化学物質を取り扱う事業所・工程に受入れ体制が整備されている。 
・使用する事業所・工場が属する自治体の条例･協定が遵守できる。 
b) 審査結果：合格品についてMCDB(Murata Chemical Data Base)に登録/全社
開示 

・MCDBへの登録情報は日化協MSDSガイドラインに従う(購入先非開示)。 
・MCDB未登録の化学物質/調剤は供給先に発注出来ない。 
・TSCA登録有無など輸出管理上の支援システムへの展開。 
・MCDB登録は、製品設計審査システムの受審要件としている。 
【製品設計審査システム】 
 製品設計審査システムでは以下の二点について確認が行われる。 
 a) MCDBの登録がなされていること 

b) Eco-Rに合格していること 
・規制物質：製品、梱包材に含有する化学物資、生産工程で使用する化学物質に

関して、自社の技術基準を遵守する。 
・省資源：小型化、部品点数の削減、生産工程材料の削減。 
・省エネルギー：製造時、使用時のエネルギー削減。 
・リサイクル：梱包材への材質表示、リサイクル材の使用。 

【その他】 
上記以外にも、以下のような方法で、化学物質管理を実施している。 
a) 自主的な基準の設定 
・国内外法規制や得意先の要求等に基づき、「環境負荷化学物質」を４グループ

に分けて管理している。 
b) 現地法遵守の確認 
・Export List（国毎に、該当国の化学物質の輸入に関する法令に適合した管理
対象化学物質を登録した台帳）の作成。 
・Export Listに収載されない化学物質は、海外関係会社に販売できない。 

 



 

 
タイトル 「富士フイルムの REACH規則への対応」 
企業・ 
自治体等 

富士フィルム株式会社 

出典 「化学物質管理セミナー キャラバン２００８ 四国会場」配布資料 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar08/seminar081008.html 

内容 【化学物質管理に関する基本方針】 
・“持続可能な発展”は 21世紀の地球、人類、企業にとって最重要課題である。
世界の富士フイルムグループ各社は、環境・経済・社会のすべての面において

確実で一歩先行した取り組みにより先進企業となることを目指す。我々は、製

品・サービス・企業活動における高い“環境品質”を実現することで、顧客満

足を達成するとともに、“持続可能な発展”に貢献する。 
【化学物質分類に基づいた管理】 
・化学物質分類の基準：国内外の法規制、ハザード、管理方針（富士フイルムの

ポリシー）に基づき設定されている。 
・C0～C4までの基準は、法規制や管理方針に基づき分類されたものである。こ
れとは別に、S基準という特別管理物質（法規性、ハザードの程度/評価法が確
立されていないが、社会的に問題視されている物質）の分類を定めている。 

【化学物質管理用データベース】 
a) 法規制検索データベース 
・化学物質規制等情報及びそれらの化学物質分類を収載したデータベース。 
・収載データ； 
日本法規制･海外法規制等（30件まで）、化学物質（20,000件まで）、富士フ
イルムの化学物質分類（C０～C４分類）。 

b) 化学物質環境安全情報データベース 
・富士フイルムや関係会社で取り扱っている化学物質の法規制等及びハザード情

報を各社毎収載して、各社ごとに検索できるようにしたデータベース。 
・各社ごとに登録した実用化学物質に関係するハザード情報、法規制名，法規区

分名、化学物質分類、年間取扱量を調べることが可能。 
 

 
 



 

【使用量・排出量の適正化の事例】 
 
タイトル 「PRTRデータの活用とその活用方法 ～化学業界における排出量削減事例に

ついて」 
企業・ 
自治体等 

社団法人日本化学工業協会 

出典 「化学物質管理セミナー キャラバン２００８ 近畿会場」配布資料 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar08/seminar081125.html 

内容 【排出削減対策の全体傾向】 
① 対策内容 
要対策物質は色々あるが、「工程内対策」、次に 「除去設備」という組合せ
例が大半（地道で多様な技術の組合せでしか、対策は成功しない）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 対策技術  
化学業界で扱う物質は可燃性物質が多いという宿命あり。 
➜� 古典的対策技術が今でも採用される（欠点：中小企業に不向き）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

運転条件
変更

溶媒溶剤
変更

系の密閉化
(蓋の設置)

配管接続
（前行程）

①
ベンゼン､1,3-ブタジエン､
アクリロニトリル 55.0% 7.0% 20.0% 0.1%

②
ホルムアルデヒド､アセトア
ルデヒド 10.0% 1.0% 5.0% 2.0%

③
トリクロロエチレン､テトラク
ロロエチレン､ジクロロメタ
ン､クロロホルム

54.0% 73.0% 28.0% 3.0%

④
塩ビモノマー､1,2-ジクロロ
メタン 25.0% 3.0% 6.0% 4.0%

対象群

活性炭吸
着

油・水等吸
収

触媒酸化
（焼却）

焼却炉等
利用

冷却凝縮

①
ベンゼン､1,3-ブタジエン､
アクリロニトリル 15.0% 20.0% 5.0% 68.0% 21.0%

②
ホルムアルデヒド､アセトア
ルデヒド 2.0% 34.0% 4.0% 7.0% 7.0%

③
トリクロロエチレン､テトラク
ロロエチレン､ジクロロメタ
ン､クロロホルム

69.0% 3.0% 1.0% 20.0% 24.0%

④
塩ビモノマー､1,2-ジクロロ
メタン 12.0% 2.0% 2.0% 21.0% 14.0%

対象群



 

【情報の収集・活用の事例】 
 
タイトル 「ライオン株式会社における化学物質管理の一例」 
企業・ 
自治体等 

ライオン株式会社 

出典 「化学物質管理セミナー キャラバン２００８ 北海道会場」配布資料 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar08/seminar081010.html 

内容 【家庭用界面活性剤の水生生物に対するリスク評価】 
事業所周辺でのスクリーニング的なリスク評価と削減計画の立案のため。 
a) 無影響濃度予測：PNEC 
・有害性データの解析；累積確率解析(種感受性分布）。 
・エンドポイントの確認(種の保存)。 
・長期作用への外装。 
・不確定係数の算定。 
・環境条件への配慮。 
・メソコスモ試験での検証。 
b) 環境(水中)濃度調査：PEC 
・モニタリングデータの収集、解析；サンプリング地点確認(評価目的への適
性等点検)、調査頻度、時期。 

・モデル計算による推定；水文・物資動態情報調査、移動・排出量把握。 
c) アルファ脂肪酸メチルエステル塩（MES）のリスク評価 
・PNEC＞PECであるため、現状で生態リスクは高くないと評価。 
 

 



 

（D）自治体の事例 
 
タイトル 「東京都における化学物質のリスクコミュニケーションの取組について ～地域性を

考慮した化学物質対策の取組」 
企業・ 
自治体等 

東京都環境局環境改善部有害化学物質対策課 

出典 「化学物質管理セミナー キャラバン２００７ 東京会場」配布資料 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar07_1.html 

内容 【環境確保条例】 
・人の健康に障害を及ぼす化学物質について、工場などの排出口において濃度によ

る規制基準を設けて規制。 
・大気汚染の原因となる 42種類の「有害ガス」、水質・土壌汚染の原因となる 

26項目の「有害物質」を規制。 
•ガソリンスタンドなどに蒸発防止設備（ベーパーリターンの設置を義務付け）。 
 
＜化学物質適正管理制度＞ 
a) 届出要件 
・58種類（適正管理化学物質）。 
・年間取扱量 100kg以上。 
・工場・指定作業場。 
・使用量等の報告では、従業員数による裾きりはない。 
b) 届出内容 
・使用量、製造量、出荷量、排出量、移動量の報告。 
・化学物質管理方法書の作成、提出（正社員 21人以上） 

 
【揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制策】 

a) 工場における自主的取組への技術支援 
・VOC対策ガイド（工場内編）の発行、周知。 
・塗装、印刷、金属表面処理、クリーニングの４分野を対象。 
・VOC排出抑制策を、工程改善、原材料転換、処理装置の導入に分けて解説。 
・中小事業者が導入しやすい抑制策を中心に掲載。 

・VOC対策アドバイザーの無料派遣。 
（派遣依頼➜�派遣決定➜�測定・助言等➜�成果報告） 
・低価格な処理装置の開発促進。 
b) 低 VOC製品の普及・啓発 
・VOC対策ガイド（屋外塗装編）の発行、周知。 
・低 VOC塗装セミナーの開催。 
・公共部門での低 VOC製品の優先使用。 
・現状で適用可能な低 VOC塗装仕様（塗装工程の組み合わせ）を整理。 
・構造物別（建築物、仕上材、橋梁等）、素地面別（コンクリート、鉄鋼等）

に分けて記載。 
・VOC削減率、コスト等を提示。 

 
【その他】 

a) 環境中の化学物質のモニタリング 
b) リスクコミュニケーションの推進 
・リスクコミュニケーション事例報告会の開催 
・地域特性を考慮した新たなリスクコミュニケーションのあり方の検討 
※東京都の地域特性 
・地域による大気排出量の偏在 
・中小事業者からの VOC等の排出量が多い 

 



 

 
タイトル 「千葉県における「事業者のための有害大気汚染物質環境リスク評価方法」の提供に

ついて」、「事業者のための有害大気汚染物質環境リスク評価方法ガイドブック（千葉

県版）について」 
企業・ 
自治体等 

千葉県環境生活部大気保全課 

出典 「化学物質管理セミナー キャラバン２００８ 関東会場」配布資料 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar08/seminar081128.html 

内容 【事業者のための有害大気汚染物質環境リスク評価方法】 
・事業者の皆様が、事業所における有害大気汚染物質の環境リスクを自ら把握する

方法をガイドブックとして取りまとめたもの。 
・大気拡散シミュレーションにより、事業所外に与える影響の把握方法を提示。 
・優先的に排出量削減に取り組むべき物質を明らかにすることで、効率的なリスク

削減措置が実施可能。 
・事業者の皆様が自らの化学物質管理の状況を周辺住民等にわかりやすく伝える、

リスクコミュニケーションのツールとして使用可能。 
【事業者のための有害大気汚染物質環境リスク評価方法ガイドブック（千葉県版）】 

a) ガイドブックの概要 
・ 千葉県内で、有害性、取扱量が多く、大気環境に影響を与えると考えられる５０

物質を提示。 
・ 国において無償提供されている、AIST-ADMERやMETI-LIS等の大気汚染物質
拡散計算プログラムを使用。 

・ リスク評価を実施する上で困難に感じられる内容について具体的に解説。 
 
b) リスク評価の手順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) 削減対策の検討方法 
・ 大気環境基準、指針値を超えている場合 
➜� 敷地境界での測定を行って、実態の把握に努め、超過しないように必要な発生

源対策を行う。 
・ 安全のための余裕度が低い場合 
➜� 対策の検討の必要性がある。敷地境界での測定を行って、実態の把握に努め、

必要な発生源対策の検討を行う。不確実性係数が 10,000の物質については慎
重な評価が必要。 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属資料Ｂ 

 

電話ヒアリングのヒアリングシート 

 

 

 



 



 

１．事業所の基本情報 
 

事業者名  

事業所名 
（PRTR対象物質をお取り扱いの事業所を１ヶ所ご記入ください。） 

担当者 
部署 
 

役職 
 

担当者名 
 

電話 FAX 

連絡先 E-mail 

サプライチェ

ーンでの位

置 

□  原材料メーカー  □  部品製造  □  最終製品組立  □  その他
（         ） 

所属団体  

周辺環境 □  工業用地   □  商業・業務用地   □  住宅地   □  その他
（             ） 

認証取得 
□ ISO14001 □ エコアクション 21 □ エコステージ □ KES 

□ その他（                    ） 
 

２．化学物質管理に取り組んだきっかけ 
チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  PRTR制度への対応   ISO14001などの認証取得   自治体からの要請 

  VOC排出規制への対応   CSRの推進   納入先からの要請 

  土壌汚染対策法改正への対応   レスポンシブルケアの推進   地域住民からの要請 

  他の法規制対応   環境影響削減の推進   その他 

(具体的内容) 

 
 
 
 
 



 

３．化学物質管理の内容 

３．１ 管理の体系化 
３．１．１方針・計画の策定、目標の設定 
（１）方針の策定 

① 方針の内容 

 

➜�回答に困る場合、以下の選択肢から選択してください。（複数チェック可） 
チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  使用量削減の推進   回収・再利用の推進   適切な情報収集、情報提供 

  排出量削減の推進   保安防災の確保   労働安全衛生の確保 

  廃棄量削減の推進   社員の意識向上  社会とのコミュニケーション推進 

 

② 方針の周知方法（複数チェック可） 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  工場内での掲示   イントラネットでの掲載   冊子の作成、配布 

  その他 (具体的内容) 

 

（２）計画の策定 

① 計画の内容 

内容 期間 

   
   
➜�回答に困る場合、以下の選択肢から選択してください。（複数チェック可） 
チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  社内の体制整備   規定、マニュアルの整備   設備の改善・導入 
  社外の連携   データベース、システムの整備   対策技術の開発 
  人材の育成   ISO14001等の認証取得   情報の公開 

 
② 計画の策定方法 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  本社が策定、事業所は関与せ

ず 
  本社が策定した後、事業所が

必要事項を追加 
  事業所ごとに策定 

 

※計画策定時の社外有識者の協力   □協力を得ている □協力を得ていない 

(協力している場合の具体的な協力内容) 

 



 

（３）目標の設定 
① 策定内容 

 

 

② 策定方法（複数チェック可） 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  経営層の指示   管理部署からの提案   現場からの提案 

  その他 （                                 ） 

 
３．１．２ 計画の点検、見直し 
（１）計画の点検 

① 点検の方法（複数チェック可） 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  事業所・担当部署からの定期

報告の義務化 
  第三者による指導やチェック

の実施   社内での失敗情報

の共有化 

  内部監査の実施   その他 

(点検方法の具体的内容) 

 

（２）計画の見直し 

① これまでに見直したことがある項目（複数チェック可） 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  方針   目標   計画   体制   その他 

(「その他」を選択した場合の項目名) 

 

② 見直した内容 

例）排出削減の目標値、化学物質の優先順位の変更 等 

 

１ 
 



 

３．１．３ 社内の体制整備、社外の連携 
（１）社内の体制整備 

① 組織形態（複数チェック可） 

チェ

ック 
選択肢 具体的内容 設置場所 人数 

  専門部署の設置  □ 本社 □ 事業所   

  専門委員会の設置  □ 本社 □ 事業所   
  その他  □ 本社 □ 事業所   
 

② メンバー構成（複数チェック可） 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 チェック 選択肢 

  役員（□ 専任）   統括者（□ 専任）   実担当者（□ 専任） 

  社外有識者   その他（□ 専任） (具体的内容：        ) 

 
（２）社外の連携（複数チェック可） 

① 社外の連携相手または相談先（化学物質の自主管理に関連するもの） 
チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  親会社   業界団体 

  納入先   自治体 

  原材料メーカー   大学・研究機関 

  装置メーカー   コンサルティング会社 

  その他 

 
② 連携または相談の内容 
(具体的内容) 

 
３．１．４ 教育、訓練の実施（複数チェック可） 
① 教育、訓練の方法 
チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  講習会・勉強会の開催   メールでの情報配信 

  社内報の発行   資格取得の支援 

  冊子、パンフレットの配布   他企業の見学 

  その他 

 

 
② 教育、訓練の内容 
(具体的内容) 

 

１



 

３．２ 使用量・排出量等の適正化 
３．２．１ 化学物質の使用工程 [代表的な１～３物質について]  
※使用工程、用途、装置の稼働状況について、下記選択肢の中から該当する番号をご入力くだ

さい。「その他」の場合は具体名をご記入ください。 

  物質名 
①使用工程 

（複数選択可） 

②用途 

（複数選択可） 

③装置の稼働状況 

（複数選択可） 

1         
2         
3         

 
＜①使用工程の選択肢＞ 

１．貯蔵工程 ２．製造工程 ３．機械加工工程 
４．脱脂工程及び

洗浄工程 

５．塗装工程 ６．印刷工程 ７．接着工程 ８．めっき工程 

９．染色工程及び漂白工

程 
１０．殺菌工程及び消毒工程 

１１．その他の溶剤使

用工程 
１２．その他 

＜②用途の選択肢＞ 
１．原料（主に化学工業） ２．中間物（主に化学工業） ３．塗料 ４．印刷インク 

５．接着剤 ６．粘着剤 ７．シーリング剤 ８．洗浄剤 

９．クリーニング剤 １０．噴射剤 １１．着色剤 １２．希釈剤 

１３．抽出剤 １４．防汚剤 １５．殺生剤 １６．繊維処理剤 

１７．ゴム添加剤 １８．表面処理剤 １９．その他  

＜③装置の稼働状況の選択肢＞ 
１．約８時間／日 ２．約２４時間／日 ３．その他 

 
 
３．２．２ PRTR排出量・移動量が減少した要因（複数チェック可） 

対策実施によるもの 対策実施以外の要因によるもの 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  使用量抑制対策の実施   出荷量減少、出荷停止 

  排出量抑制対策の実施   排出量・移動量の計算方法の変更 

  廃棄物抑制対策の実施 

  他物質への転換の実施 

  その他 

（               ） 

 
 



 

３．２．３ 使用量の抑制 
① 使用量抑制対策の内容（複数チェック可） 

装置等の変更を伴わないもの 装置等の変更を伴うもの 

チェック 選択肢 チェック 選択肢 

  必要量の見直し   新規装置の導入 

  管理の徹底   既存装置の改良 

  作業方法の変更 

  その他 

  その他 

(具体的内容) (具体的内容) 

 

② 対策を選定する際に重視した項目（複数チェック可） 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  使用量の削減効果   作業容易性   他物質への汎用性 

  コスト   安全性   対策導入に要する時間 

  その他  

(具体的内容) 

 

③ 費用（概算） 

・ 導入費 ※おおよその箇所に○をつけてください。 
    ０円     １０万円   １００万円  １千万円   １億円    １０億円  １００億円 

    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
 

・ 維持管理費（１年間の費用） ※対策後の費用に○を、対策前の費用に△をつけ

てください。 
    ０円     １０万円   １００万円  １千万円   １億円    １０億円  １００億円 

    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

 



 

３．２．４ 排出量の抑制 
① 排出量抑制対策の内容（複数チェック可） 

装置等の変更を伴わないもの 装置等の変更を伴うもの 

チェック 選択肢 チェック 選択肢 

  管理の徹底   新規装置の導入 

  作業方法の変更   既存装置の改良 

  その他   その他 

(具体的内容) (具体的内容) 

 
 
※化学物質の処理方法による分類（装置の変更を伴う場合について） 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  排ガス処理   排水処理   土壌浸透防止 

  密閉化・揮発防止   その他 

 
② 対策を選定する際に重視した項目（複数チェック可） 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  排出量の削減効果   作業容易性   他物質への汎用性 

  コスト   安全性   対策導入に要する時間 

  その他 

(具体的内容) 

 
③ 費用（概算） 

・ 導入費 ※おおよその箇所に○をつけてください 
   ０円     １０万円   １００万円  １千万円   １億円    １０億円  １００億円 

    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
 

・ 維持管理費（１年間の費用） ※対策後の費用に○を、対策前の費用に△をつけ

てください 
    ０円     １０万円   １００万円  １千万円   １億円    １０億円  １００億円 

    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

 



 

３．２．５ 廃棄物の抑制、回収・再利用 
① 廃棄物抑制対策の内容（複数チェック可） 

装置等の変更を伴わないもの 装置等の変更を伴うもの 

チェック 選択肢 チェック 選択肢 

  管理の徹底   新規装置の導入 

  作業方法の変更   既存装置の改良 

  その他   その他 

(具体的内容) (具体的内容) 

 
 
※化学物質の処分方法による分類（装置の変更を伴う場合について） 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  化学物質の回収・再利用   熱源、燃料としての利用   焼却処理、分解 

  その他 （                       ） 

 
② 対策を選定する際に重視した項目（複数チェック可） 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

チェ

ック 
選択肢 

  廃棄量の削減効果   作業容易性   他物質への汎用性 

  コスト   安全性   対策導入に要する時間 

  その他 

(具体的内容) 

 
③ 費用（概算） 

・ 導入費 ※おおよその箇所に○をつけてください 
    ０円     １０万円   １００万円  １千万円   １億円    １０億円  １００億円 

    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
 

・ 維持管理費（１年間の費用） ※対策後の費用に○を、対策前の費用に△をつけ

てください 
    ０円     １０万円   １００万円  １千万円   １億円    １０億円  １００億円 

    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 



 

３．２．６ 他物質への転換 
※他物質への転換を実施したことがありますか。 

  □ ある ➜�①～③へ    □ ない ➜�④へ 

 

① 転換対象物質 

 転換前の物質名  転換後の物質名または化学品名 

1    
2    
3    

 
② 転換後の物質を選定した経緯 

（具体的内容：他物質に転換したきっかけも含めるようにする） 

 
※選定にあたってのリスク評価の実施   □実施した □実施していない 

(実施した場合の具体的内容) 

 
③ 費用（概算） 

・ 導入費     □ 新規設備の導入  □ 既存設備の改良  □ 設備

導入・改良せず 
※おおよその箇所に○をつけてください 

    ０円     １０万円   １００万円  １千万円   １億円    １０億円  １００億円 

    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
 

・ 維持管理費（年間） ※対策後の費用に○を、対策前の費用に△をつけてくださ

い 
    ０円     １０万円   １００万円  １千万円   １億円    １０億円  １００億円 

    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
 

・ 物質購入費用（年間） ※対策後の費用に○を、対策前の費用に△をつけてくだ

さい 
    ０円     １０万円   １００万円  １千万円   １億円    １０億円  １００億円 

    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

 

④ 他物質への転換が難しい理由 

（具体的内容 ※例：物質転換に伴うコスト高や品質低下、顧客からの使用物質の指定、な

ど） 



 

４．化学物質管理により得られた効果 
① 対策実施の(直接的な)効果 

※それぞれの欄にご入力ください。（回答に困る場合には下表の内容を参考に具体的にご入力

ください。） 

チェ

ック 
直接的な効果 関連する対策 （もしあれば）波及的な効果 

    
    
    
    

 
＜直接的な効果の例＞  
化学物質排出量・移動量の減少 化学物質使用量の合理化 化学物質のリスクに対す

る社員意識向上 

国内外法規制に関する情報収集力の向上 リスクコミュニケーションの

活性化 その他 
 
＜波及的な効果の例＞ ※選択式ではないので、誘導することなく、先方の意見を具体的に

聞き取るようにする 
コスト低減 作業効率の向上 労働安全衛生の向上  

製品品質の向上 社内活性化（組織間の連携拡大） 企業イメージの向上 その他 
 
② 担当者の考える自主管理の成功要因 

 

 

５．今後の計画と展望 
① 自主管理に関する課題、問題点 

※それぞれの欄にご入力ください。（回答しづらい場合には下表の内容を参考に具体的にご入

力ください。） 

 

 
人材不足 
(人員不足、専門人材不足等) 

予算不足 情報不足 
スペース不

足 

社外相談先の不足 
顧客要請との両立が困難
（低価格、高品質、短納期等） 

参考になる事例が少ない  

 

② 今後の計画 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属資料Ｃ 

 

電話ヒアリングからの事例収集結果 

 



 

 



＜構成について＞

1事業所につき、それぞれ1枚のシートを作成した。
各ページの構成は、以下の通りである。

１．基礎情報
２．主な取扱物質のPRTR排出状況
３．化学物質管理に取り組んだきっかけ
４．化学物質管理の内容
５．化学物質管理の効果
６．成功要因、課題、今後の展望等

＜取組内容の項目について＞

取組内容については、下表のような項目分けを行い、これに沿って記載した。
本調査は、下表の項目を基本構成としたヒアリングシートを用いて実施した。
各項目について、実施内容から特に創意工夫等が見られると判断した場合は、
その内容を「創意工夫等」の欄に記載した。

大項目 小項目 例
方針・計画の策定、
目標の設定

化学物質管理方針、管理計画、作業要領、
数値目標の設定

社内体制：管理責任者の設置、担当者の
確保社外連携：他の事業者との連携、分析機関
との連携

点検、見直しの実施 PDCAの実施、ヒヤリ・ハット事例の点検と
見直し

教育、訓練の実施 勉強会、外部講師による講習会、危険予知
トレーニング、資格取得支援、新入社員教
育使用量の抑制 歩留まりの向上、新規触媒の導入

排出量の抑制 密閉化、浸透防止、揮発防止、排ガス処
理、排水処理、副生成物の抑制

廃棄物の抑制、回
収・再利用

外部委託量の削減、燃料としての有効活
用、再利用先の開拓

他物質への転換 高沸点溶剤への変更、ノントルエン化、可
塑剤の変更、副生成物を生成しない代替技
術の導入情報収集 有害性情報、技術情報、化学物質取扱量
の収集、物質情報のデータベース化

モニタリング 施設内や事業所周辺の濃度測定

リスクアセスメント 削減対象物質の優先順位付け

情報公開 リスクコミュニケーション、環境報告書の公
開、製品含有物質DBの公開

＜取組内容の色付けについて＞
各事業者の取組内容がすぐに分かるように、各ページの右上に図を付けた。
取組を実施している項目は、図の該当部分に色を付けた。

本資料は、104件の事業者への電話ヒアリング結果に基づき、化学物質の自主管理の内
容を取りまとめたものである。

実施内容から特に創意工夫等が見られると判断した項目は「橙色」にした。それ以外は
「黄色」とした。

社内の体制整備、
社外の連携

４．１ 管理の体系
化

４．２ 使用量・排出
量等の適正化

４．３ 情報の収集・
活用

なお、先方の時間の都合等により全項目について聞き取ることができなかった場合がある
ため、空欄の項目は、必ずしも当該事業者が取組を実施していないということを意味する
わけではない。



＜取組効果の色付けの判断基準について＞

①直接効果

直接効果の色分けは、以下の2パターンで判断した。
・顧客から直接回答があった場合：No.1、No.6
・効果の元となる取組が実施されている場合：No.2～No.5
該当箇所は「緑色」にした。

No. 直接効果
回答者から直接回
答があった場合

効果に関連する取組が

実施されている場合※１
No.2～No.5の直接効果と

関連する取組

1 社員意識の向上 ○ －

2 使用量の減少 ○
使用量抑制対策の実施、

他物質への転換※２

3 排出量の減少 ○
排出量抑制対策の実施、

他物質への転換※２

4 移動量の減少 ○
廃棄物抑制対策の実施、

他物質への転換※２

5 環境リスクの低減 ○
使用量抑制対策の実施、
排出量抑制対策の実施、

他物質への転換※２

6 理解の増進 ○ －

＜効果の判断基準＞
※1

※2

②間接効果
間接効果は、回答者から直接回答があった場合にのみ色付けした。
該当箇所は「薄緑色」にした。

他物質への転換を実施した場合、当該物質の使用量・排出量・移動量は減少するが、
「No.5 環境リスクの低減」については必ずしも低減するとは言い切れないため、リスクアセスメ
ントを行っていなければ、直接効果があるとは判断していない。

No.2～No.5については、直接効果に関連する自主取組が実施されているかどうかだけではな
く、①その取組の詳細な内容について説明があったかどうか、②排出量についてはPRTR届
出データで裏づけが取れているか、といった情報が得られた場合に、「効果あり」として判定し
ている。



事例の業種及び従業員数の一覧

事例
番号

業種
番号

業種名 従業員数
事例
番号

業種
番号

業種名 従業員数

1 500 金属鉱業 1000人以上 59 2700 非鉄金属製造業 1000人以上
2 700 原油・天然ガス鉱業 300～499人 60 2700 非鉄金属製造業 500～999人
3 1200 食料品製造業 100～299人 61 2700 非鉄金属製造業 500～999人
4 1400 繊維工業 1000人以上 62 2700 非鉄金属製造業 300～499人
5 1400 繊維工業 500～999人 63 2700 非鉄金属製造業 100～299人
6 1400 繊維工業 300～499人 64 2700 非鉄金属製造業 100～299人
7 1400 繊維工業 100～299人 65 2700 非鉄金属製造業 50～99人
8 1600 木材・木製品製造業 300～499人 66 2700 非鉄金属製造業 49人以下
9 1900 出版・印刷・同関連産業 1000人以上 67 2800 金属製品製造業 1000人以上
10 1900 出版・印刷・同関連産業 500～999人 68 2800 金属製品製造業 1000人以上
11 1900 出版・印刷・同関連産業 100～299人 69 2800 金属製品製造業 1000人以上
12 1900 出版・印刷・同関連産業 100～299人 70 2800 金属製品製造業 300～499人
13 1900 出版・印刷・同関連産業 50～99人 71 2800 金属製品製造業 300～499人
14 2000 化学工業 1000人以上 72 2800 金属製品製造業 100～299人
15 2000 化学工業 1000人以上 73 2800 金属製品製造業 100～299人
16 2000 化学工業 1000人以上 74 2800 金属製品製造業 50～99人
17 2000 化学工業 1000人以上 75 2900 一般機械器具製造業 100～299人
18 2000 化学工業 1000人以上 76 3000 電気機械器具製造業 1000人以上
19 2000 化学工業 1000人以上 77 3000 電気機械器具製造業 1000人以上
20 2000 化学工業 1000人以上 78 3000 電気機械器具製造業 1000人以上
21 2000 化学工業 500～999人 79 3000 電気機械器具製造業 1000人以上
22 2000 化学工業 500～999人 80 3000 電気機械器具製造業 1000人以上
23 2000 化学工業 500～999人 81 3000 電気機械器具製造業 1000人以上
24 2000 化学工業 500～999人 82 3000 電気機械器具製造業 500～999人
25 2000 化学工業 100～299人 83 3000 電気機械器具製造業 300～499人
26 2000 化学工業 100～299人 84 3000 電気機械器具製造業 300～499人
27 2000 化学工業 100～299人 85 3000 電気機械器具製造業 50～99人
28 2000 化学工業 100～299人 86 3100 輸送用機械器具製造業 1000人以上
29 2000 化学工業 100～299人 87 3100 輸送用機械器具製造業 1000人以上
30 2000 化学工業 100～299人 88 3100 輸送用機械器具製造業 1000人以上
31 2000 化学工業 100～299人 89 3100 輸送用機械器具製造業 1000人以上
32 2000 化学工業 50～99人 90 3100 輸送用機械器具製造業 1000人以上
33 2000 化学工業 50～99人 91 3100 輸送用機械器具製造業 500～999人
34 2000 化学工業 50～99人 92 3140 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1000人以上
35 2000 化学工業 50～99人 93 3200 精密機械器具製造業 500～999人
36 2060 医薬品製造業 1000人以上 94 3200 精密機械器具製造業 500～999人
37 2060 医薬品製造業 1000人以上 95 3230 医療用機械器具・医療用品製造業 1000人以上
38 2060 医薬品製造業 100～299人 96 3230 医療用機械器具・医療用品製造業 100～299人
39 2060 医薬品製造業 50～99人 97 3400 その他の製造業 500～999人
40 2092 農薬製造業 1000人以上 98 3500 電気業 1000人以上
41 2100 石油製品・石炭製品製造業 500～999人 99 4400 倉庫業 50～99人
42 2100 石油製品・石炭製品製造業 49人以下 100 4400 倉庫業 49人以下
43 2200 プラスチック製品製造業 1000人以上 101 4400 倉庫業 49人以下
44 2200 プラスチック製品製造業 1000人以上 102 4400 倉庫業 49人以下
45 2200 プラスチック製品製造業 100～299人 103 5930 燃料小売業 300～499人
46 2200 プラスチック製品製造業 100～299人 104 7700 自動車整備業 50～99人
47 2200 プラスチック製品製造業 100～299人
48 2200 プラスチック製品製造業 100～299人
49 2300 ゴム製品製造業 1000人以上
50 2300 ゴム製品製造業 1000人以上
51 2500 窯業・土石製品製造業 500～999人
52 2500 窯業・土石製品製造業 500～999人
53 2500 窯業・土石製品製造業 100～299人
54 2500 窯業・土石製品製造業 100～299人
55 2600 鉄鋼業 1000人以上
56 2600 鉄鋼業 500～999人
57 2600 鉄鋼業 300～499人
58 2600 鉄鋼業 100～299人



     
        



事例番号 1

１．基礎情報 ２．主な取扱物質のPRTR排出状況

業種 従業員数 政令番号 230、311 物質名

事業内容 認証取得 使用工程 精練工程 用途

サプライチェーン
での位置

周辺環境

３．化学物質管理に取り組んだきっかけ

４．化学物質管理の内容

４．１　管理の体系化

項目

方針・計画の策
定、目標の設定

社内の体制整備、
社外の連携

点検、見直しの実
施

教育、訓練の実施

４．２　使用量・排出量等の適正化

排出量の減少要因

項目

使用量の抑制

排出量の抑制

廃棄物の抑制、
回収・再利用

他物質への転換

４．３　情報の収集・活用

項目

情報の収集・整理

モニタリング

リスクアセスメント

情報公開

５．化学物質管理の効果

６．成功要因、課題、今後の展望等

自主管理の成功
要因

自主管理に関する
課題、問題点

今後の計画

【公開内容】化学物質管理の取組内容
【公開方法】CSRレポートなど（リスクコミュニケーションではないが、地
域住民との交流会（祭り、見学会等）は実施している。）

【整理方法】業界がハザード情報を有しているため、自社で化学物質の
データベースを構築した。法規制情報も盛り込んでいる。

排出量抑制対策の実施、回収・再利用の実施

最終処分量の減少に力を入れていく予定（移動量を減らすことで産廃処分費用を減らせる）。

時間とコストがかかること

創意工夫等

PRTR制度の導入により化学物質管理に取り組まざるを得なくなり、積極的に社員意識の向上に努めた結果だと考えている。

【直接的な効果】社員意識の向上
【波及的な効果】労働安全衛生の向上、コスト低減（リサイクルによる）

内容

内容

【取組内容】排ガスの集塵施設の導入
【対策選定時に重視した項目】煤塵は物質の組成によらずほぼ同じ挙
動をするため、フィルターの捕集効率を重視した。

【測定項目】ニッケル、ヒ素
【測定頻度】月に数回
【測定場所】敷地境界
【活用事例】測定結果をフィードバックし、技術改善に生かしている。

【取組内容】不純物（ヒ素、カドミウム等）の排出量は少ないため、移動
量の削減に取り組んだ。具体的には、鉄鋼ダストに含まれる亜鉛等を回
収し、鉄鋼メーカーに再利用してもらっている。

【社内体制】CSR委員会の下に環境関連部会
が設置されている。

図　化学物質管理の内容と効果

内容 創意工夫等

原材料メーカー

内容 創意工夫等

1000人以上

過去に関連会社で事故が起きたことをきっかけに、環境マネジメントシステムの構築に取り組
んだ。2001年以降はPRTR制度への対応が中心。

原料

【方針】生物多様性保護の一環としての環境
負荷の低減
【計画の内容】排出量の一層の削減

金属の精錬、精製等 ISO14001

工業用地

鉄の場合、酸化物をいかに抑えるかが重要となるため、
独自に技術改善を行ってきた。

【方法】 講習会・勉強会の開催
【内容】MSDSを使った教育やリスクコミュニ
ケーションの実施方法など

鉛、マンガン

【点検】各事業所レベルのマネジメントシステ
ムによりPDCAを実施している。

金属鉱業

方針•計
画策定

目標設定
社内体制

整備
社外連携

点検・
見直しの
実施

教育・
訓練の
実施

使用量の
抑制

排出量の
抑制

廃棄物の
抑制、回
収•再利用

他物質へ
の転換

情報の
収集•整

理

モニタ
リング

リスク
アセス
メント

情報公開

管理の
体系化

使用量•
排出量等の
適正化

情報の
収集･活用

社員
意識の
向上

環境リ
スクの
低減

コスト削
減,生産性
向上等

企業
イメージ
の向上

取組内容
の分類

取組効果の分類

使用量
の減少

排出量
の減少

移動量
の減少

理解の
増進

労働安
全衛生
の向上



事例番号 2

１．基礎情報 ２．主な取扱物質のPRTR排出状況

業種 従業員数 政令番号 63 物質名

事業内容 認証取得 使用工程 用途

サプライチェーン
での位置

周辺環境

３．化学物質管理に取り組んだきっかけ

４．化学物質管理の内容

４．１　管理の体系化

項目

方針・計画の策
定、目標の設定

社内の体制整備、
社外の連携

点検、見直しの実
施

教育、訓練の実施

４．２　使用量・排出量等の適正化

排出量の減少要因

項目

使用量の抑制

排出量の抑制

廃棄物の抑制、
回収・再利用

他物質への転換

４．３　情報の収集・活用

項目

情報の収集・整理

モニタリング

リスクアセスメント

情報公開

５．化学物質管理の効果

６．成功要因、課題、今後の展望等

自主管理の成功
要因

自主管理に関する
課題、問題点

今後の計画

【公開内容】環境報告 
【公開方法】ホームページ掲載、冊子の作成、配布

排出量抑制対策の実施

第三者による指導やチェックについて整備段階である。ISO、エコアクション維持でもあり、数値に信頼性を持たせるため

優先順位をつけるのが難しい。法規制以上に基準を定めるとき、エンドポイントを見極めることが難しい。制御効果が下がってしま
うのであれば、基準以下まで設定するのは難しい。他の化学物質との重み付け（LPGなど地球温暖化対策などと比べたときの取り
組み優先度など）。データの安全性（病気が発症する確率など）の基準が難しい。（たとえばこの化学物質をこのくらい使用したとき
病気になる確率は1/10万ですよ、といってもその人がその1人になる等）

創意工夫等

早急に対応したこと。内から改善を進めていった。業界トップクラスの排出量であったこともあり、トップの意向が強かった。最近で
は定常的な取り組みとなっている。

【直接的な効果】管理を行ったことにより、思わぬところから排出されていたことがわかった。環境ロスは製品ロスにつながる。また会社の取り組み姿勢
は社員に伝わり、意識はあがっていると思う。

内容

内容

【取組内容】新規装置の導入、PRTR制度が始まり、調べてみたところ全
国トップクラスの排出量であった。VOC除去施設の導入を行い、大きく削
減された。そのほか浮きふたの導入など、大きいタンクから順次行って
いる。小さい効果ではあるがタンクローリーのガソリンスタンドにおいて
の漏れ（ベーパー）をなくすため凝縮装置を取り付けた。　など
【対策装置の分類】排ガス処理、密閉化・揮発防止 
【対策選定時に重視した項目】排出量の削減効果

【実施内容】大気の状態を変化のないように保つ。使用するものは安全
チェックを行う。 
【対象物質】取扱い物質すべて

【社内体制】専門部署の設置（環境保安ユニッ
ト）、専門委員会の設置 
【社外連携】業界団体。化学物質マネジメントシ
ステム導入について連携

図　化学物質管理の内容と効果

内容 創意工夫等

内容 創意工夫等

300～499人

石油工業なので油・ガスなど危険物質を扱うのため労働安全や環境（水質、大気）についての
取り組みは行われていたが、個別に管理していた。PRTR制度がはじまり、平成13年よりWGを
立ち上げ、まとまって対応するようになった。しかし、化管法やEUが規制している化学物質規
制とは観点が違う。

【方針】環境方針として環境負荷削減のため適
切な管理を行う。最低限法令順守できる環境と
仕組みの整備を行う。 
【計画の策定方法】事業所ごとに策定

原油・天然ガスの精製 ISO14001その他

その他

【方法】講習会・勉強会の開催、資格取得の支
援 
【内容】最近では土壌関係の法令が変わるの
で、その準備のため勉強会を行った。

キシレン等

【点検】事業所・担当部署からの定期報告の義
務化、社内での失敗情報の共有化、内部監査
の実施
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事例番号 3

１．基礎情報 ２．主な取扱物質のPRTR排出状況

業種 従業員数 政令番号 227 物質名

事業内容 認証取得 使用工程 製造工程 用途

サプライチェーン
での位置

周辺環境

３．化学物質管理に取り組んだきっかけ

４．化学物質管理の内容

４．１　管理の体系化

項目

方針・計画の策
定、目標の設定

社内の体制整備、
社外の連携

点検、見直しの実
施

教育、訓練の実施

４．２　使用量・排出量等の適正化

排出量の減少要因

項目

使用量の抑制

排出量の抑制

廃棄物の抑制、
回収・再利用

他物質への転換

４．３　情報の収集・活用

項目

情報の収集・整理

モニタリング

リスクアセスメント

情報公開

５．化学物質管理の効果

６．成功要因、課題、今後の展望等

自主管理の成功
要因

自主管理に関する
課題、問題点

今後の計画

【整理方法】資料のファイリング

排出量抑制対策の実施

抽出溶媒に用いているヘキサンが対象物質に加わったので対応を考えている。結局は燃焼になるのだが、クーラーの増強、排気
ガスの吸着（パラフィン使用）、発生源の特定など対応を考えている。

人材不足

創意工夫等

今までは社長に話を伝えたり、理解してもらうのに手間がかかった。制度が始まり、社長を長としたPRTR委員会ができてからは風
通しも良くなった。社長が率先して行っている、というよりは法に決められたことを守っていかなくてはならないので行う。法規制なの
でコストはあまり考えない。正直仕方なくやる、という面もある。

【直接的な効果】化学物質のリスクに対する社員意識向上

内容

内容

【取組内容】新規装置の導入:検討中。吸着させて燃焼するもの。未反応
のブタジエンをダクトで引き燃焼させるが、高濃度だと爆発してしまう。硫
酸浴で吸収など考えている。導入までは1年くらいかかりそう。新規導入
で硫酸排水が新たに出てくるので、維持費は上がるのではないかと思
う。 
【対策装置の分類】排ガス処理、密閉化・揮発防止 
【対策選定時に重視した項目】排出量の削減効果、コスト

【測定項目】排水 
【測定頻度】毎日 
【測定場所】敷地境界 
【活用事例】他に市の分析　など

【社内体制】専門委員会の設置：PRTR委員会 
【社外連携】装置メーカー。アフターバーナー装
置の設定

図　化学物質管理の内容と効果

内容 創意工夫等

原材料メーカー

内容 創意工夫等

100～299人

PRTR制度への対応

抽出剤

【方針】大気中の排出をゼロに。燃焼の努力 
【計画の内容】ゼロ目標を立てて、年々近づくよう
にしている。

食料品の製造 ISO14001その他

工業用地

【転換が難しい理由】トルエンの代替を考えてみたが、結局同様な物質
になるであろうし、排出することには変わりはないので意味がないと考え
た。

【方法】講習会・勉強会の開催

トルエン

【点検】内部監査の実施、PRTR届出前など年3
回チェック

食料品製造業
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